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』
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考

　
　
　
　
　

  

― 「
入
印
浪
南
郡
」「
聖
徳
王
御
世
」「
事
与
上
解
同
」
を
論
じ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　

中
村
啓
信
監
修
・
訳
注
『
風
土
記
』
上
「
播
磨
国
風
土
記
地
図
」
に
及
ぶ 

―

荊　
　

木　
　

美　
　

行　
　
　
　

〈
要
旨
〉
現
存
す
る
『
播
磨
国
風
土
記
』
の
写
本
の
祖
本
は
、
三
條
西
家
本
（
天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
所
蔵
）
で
あ
る
が
、
こ
の
写
本

は
、
国
衙
に
残
っ
た
草
稿
本
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
、
誤
字
錯
乱
が
多
い
。
そ
の
た
め
、
他
の
風
土
記
に
く
ら
べ
る
と
、
問
題
点
も
多

い
。
小
論
で
は
、
そ
の
な
か
か
ら
、
風
土
記
編
纂
当
時
に
お
け
る
印
南
郡
の
存
否
、「
聖
徳
王
御
世
」
と
い
う
表
現
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
、「
事

与
上
解
同
」
の
「
解
」
の
解
釈
を
取
り
上
げ
、
卑
見
を
開
陳
し
、
併
せ
て
、
中
村
啓
信
監
修
・
訳
注
『
風
土
記
』
上
「
播
磨
国
風
土
記
地
図
」

の
杜
撰
さ
に
言
及
す
る
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉『
播
磨
国
風
土
記
』　

印
南
郡　

聖
徳
太
子　

解　

中
村
啓
信
監
修
・
訳
注
『
風
土
記
』　

研
究
成
果
の
借
用
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は
し
が
き

　

い
わ
ゆ
る
五
風
土
記
、
す
な
わ
ち
『
常
陸
国
風
土
記
』『
出
雲
国
風
土
記
』『
播
磨
国
風
土
記
』『
豊
後
国
風
土
記
』『
肥
前
国
風
土
記
』
は
そ

れ
ぞ
れ
に
い
ろ
い
ろ
な
問
題
を
包
括
し
て
お
り
、
読
解
の
困
難
な
箇
所
も
少
な
く
な
い
が
、
な
か
で
も
、
解
読
の
む
つ
か
し
い
箇
所
が
多
い
の

は
『
播
磨
国
風
土
記
』
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

研
究
者
が
『
播
磨
国
風
土
記
』
に
手
を
焼
く
原
因
は
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
に
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、『
播
磨
国
風
土
記
』
は
、
現
在
天
理
大

学
附
属
天
理
図
書
館
の
所
蔵
す
る
三
條
西
家
本
が
唯
一
の
写
本
で
あ
る
。
写
本
自
体
は
、
平
安
時
代
中
期
も
し
く
は
後
期
に
溯
る
古
写
本
で
、

古
体
を
留
め
て
い
る
点
も
多
々
み
ら
れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
は
や
く
に
井い

の
う
え上

通み
ち

泰や
す

氏
が
指
摘
さ
れ
た
と
お
り
、
三
條
西
家
本
に
は
誤
脱
錯
乱
が
多
く
、
と
く
に
餝
磨
郡
条
に
お
い
て
そ

れ
が
甚
し
い
。
そ
こ
か
ら
、
氏
は
、
こ
の
写
本
が
、
太
政
官
に
提
出
し
た
も
の
の
写
し
で
は
な
く
、
国
衙
に
残
っ
た
も
の
を
、
延
長
三
年
（
九

二
五

）
に
探
索
を
命
じ
た
際
の
太
政
官
符
に
し
た
が
っ
て
提
出
し
た
も
の
と
み
て
お
ら
れ
る
（
『
播
磨
国
風
土
記
新
考
』〈
大
岡
山
書
店
、
昭
和
六
年
五
月
、

の
ち
昭
和
四
十
八
年
七
月
臨
川
書
店
よ
り
復
刻
〉
一
三
～
一
四
頁
、
以
下
「
新
考
」
と
略
す
る

）（
１
）。

こ
の
考
え
は
、
の
ち
に
秋
本
吉
郎
「
播
磨
国
風
土
記
未
精
撰

考
」（
『
大
阪
経
大
論
集
』
一
二
、
昭
和
二
十
九
年
十
一
月
、
の
ち
秋
本
氏
『
風
土
記
の
研
究
』〈
大
阪
経
済
大
学
後
援
会
、
昭
和
三
十
八
年
十
月
〉
所
収

）
に
受
け
継
が
れ
、

敷
延
さ
れ
た
が
、
同
氏
に
よ
れ
ば
、『
播
磨
国
風
土
記
』
が
未
精
撰
で
あ
り
、
そ
の
祖
本
は
国
衙
に
存
在
し
た
稿
本
で
あ
っ
た
と
い
う
（
こ
の
説

は
、
秋
本
吉
郎
校
注
日
本
古
典
文
学
大
系
２
『
風
土
記
』〈
岩
波
書
店
、
昭
和
三
十
三
年
四
月
、
以
下
「
大
系
」
と
略
す
る
〉
で
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
る

）。

　

こ
う
し
た
秋
本
説
に
つ
い
て
は
、
小こ

島じ
ま

憲の
り

之ゆ
き

「
風
土
記
の
述
作
」（
『
國
語
・
國
文
』
第
一
六
巻
第
四
号
、
昭
和
二
十
二
年
七
月
、
の
ち
大
幅
に
加
筆
・
修
正
し
て

『
上
代
日
本
文
學
と
中
國
文
學
』
上
〈
塙
書
房
、
昭
和
三
十
七
年
九
月
〉
所
収

）
な
ど
の
反
論
も
あ
る
が
、
全
体
と
し
て
、
三
條
西
家
本
『
播
磨
国
風
土
記
』



─ 3 ─

『
播
磨
国
風
土
記
』
雑
考
（
荊
木
）

が
じ
ゅ
う
ぶ
ん
な
推
敲
を
経
た
決
定
稿
と
は
い
い
が
た
い
こ
と
は
な
ん
ぴ
と
も
認
め
ざ
る
を
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　
「
未
精
撰
」
の
稿
本
が
伝
来
し
た
理
由
に
つ
い
て
は
し
ば
ら
く
措
く
と
し
て
、
そ
の
た
め
に
『
播
磨
国
風
土
記
』
で
は
読
解
上
に
さ
ま
ざ
ま

な
困
難
が
生
じ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
小
論
で
は
、
そ
う
し
た
諸
問
題
の
な
か
か
ら
、
三
つ
を
個
別
に
取
り
上
げ
私
見
を
開
陳
し
た
い

と
思
う
。

　
　
　
　
　

一
、
印
南
郡
の
存
否

　

三
條
西
家
本
『
播
磨
国
風
土
記
』
は
、
巻
首
に
缺
損
が
あ
り
、
総
記
・
明
石
郡
（
「
赤
石
郡
」
と
い
う
表
記
も
存
し
た

）
の
す
べ
て
と
賀
古
郡
の
冒

頭
部
分
が
存
在
せ
ず
、
同
郡
の
途
中
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
る
の
だ
が
、
残
存
す
る
賀
古
郡
の
記
述
に
も
問
題
が
あ
る
。

　

内
容
と
し
て
は
、
賀
古
郡
の
地
名
の
由
来
に
か
か
わ
る
伝
承
の
あ
と
、
望ま

が

理り
の

里さ
と

・
鴨あ

わ
わ
の波

里
・
長な

が
た
の田

里
・
駅う

ま

家や
の

里
の
順
で
郡
内
四
里
に
つ
い
て

の
記
載
が
あ
る
。
参
考
ま
で
に
、
最
後
の
駅
家
里
条
か
ら
そ
れ
に
つ
づ
く
部
分
を
引
用
す
る
と
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
（
以
下
、『
播
磨
国
風
土

記
』
は
三
條
西
家
本
を
底
本
と
し
て
、
筆
者
が
一
部
意
を
も
っ
て
改
め
た
も
の
で
あ
る

）。

驛
家
里
土
中

〻
。
由
二
驛
家
一
為
レ
名
。
一
家
云
、
所
三
以
号
二
印
南
一
者
、
穴
門
豊
浦
宮
御
宇
天
皇
、
与
二
皇
后
一
倶
、
欲
レ
平
二
筑
紫
久
麻
曽
国
一、

下
行
之
時
、
御
舟
、
宿
二
於
印
南
浦
一。
此
時
、
滄
海
甚
平
、
風
波
和
靜
。
故
名
曰
二
入
印
南
浪
郡
一。

　
「
由
二
驛
家
一
為
レ
名
」
の
直
下
の
「
一
家
云
」（「
一あ

る
ひ
と家

云い

は
く
」「
一あ

る
ひ
と家

云い

へ
ら
く
」）
は
、『
播
磨
国
風
土
記
』
が
地
名
の
起
源
に
つ
い
て
記
す
な
か

で
、
異
説
の
引
用
の
際
に
用
い
ら
れ
る
用
語
で
、
こ
の
ほ
か
、
神
前
郡
堲
岡
里
条
に
、

一
家
云
、
品
太
天
皇
、
巡
行
之
時
、
造
二
宮
於
此
岡
一、
勅
云
「
此
土
為
レ
堲
耳
」。
故
曰
二
堲
岡
一。

所
三
以
号
二
生
野
一
者
、
昔
、
此
處
在
二
荒
神
一、
半
二
殺
往
来
之
人
一。
由
レ
此
号
二
死
野
一。
以
後
、
品
太
天
皇
、
勅
云
「
此
為
二
悪
名
一
」。
改
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為
二
生
野
一。 

　

と
あ
り
、
託
賀
郡
法
太
里
甕
坂
条
に
、

　
　

一
家
云
、
昔
、
丹
波
与
二
播
磨
一。
堺
レ
国
之
時
、
大
甕
掘
二
埋
於
此
土
一、
以
為
二
国
境
一。
故
曰
二
甕
坂
一。 

　

と
み
え
て
い
る
。

　

さ
き
の
「
一
家
云
」
の
場
合
、
す
ぐ
あ
と
に
「
所
三
以
号
二
印
南
一
者
」
と
つ
づ
く
の
で
、
こ
れ
が
「
駅
家
」
と
い
う
地
名
の
由
来
に
関
す
る

異
伝
で
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
由
二
驛
家
一
為
レ
名
」
と
「
一
家
云
」
の
間
に
は
な
ん
ら
か
の
脱
文

─
お
そ
ら
く
は
印

南
の
地
名
に
つ
い
て
の
正
説
の
記
述
で
あ
ろ
う

─
が
あ
り
、「
一
家
云
」
は
そ
の
印
南
の
由
来
に
か
か
わ
る
別
伝
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
こ
で
、
従
来
の
説
で
は
、
脱
落
は
あ
る
も
の
の
、「
一
家
云
」
以
下
は
賀
古
郡
で
は
な
く
、
そ
れ
に
つ
づ
く
印
南
郡
巻
首
の
記
述
で
あ
る

と
し
て
き
た
。
は
や
く
栗く

り

田た

寛ひ
ろ
し『

標
注
古
風
土
記
』（
大
日
本
圖
書
株
式
會
社
、
明
治
三
十
二
年
十
二
月
、
以
下
「
栗
田
注
」
と
略
す

）
は
、「
一
家
云
」
の
前

に
「（
印
南
郡
）」
を
補
っ
て
い
る
し
（
播
磨
、
五
頁

）、
新
考
も
「
例
ニ
拠
リ
テ
之
ヲ
補
フ
」
と
し
て
同
様
の
処
置
を
施
し
て
い
る
（
六
二
頁

）。

三
條
西
家
本
で
は
、
郡
名
標
記
の
右
傍
に
符
号
を
附
す
の
が
通
例
だ
が
（
例
外
も
あ
る

）、
こ
こ
も
や
は
り
「
浪
印
南
郡
」
の
傍
ら
に
符
号
が
あ

り
、
こ
こ
か
ら
印
南
郡
の
記
載
に
入
る
か
の
よ
う
に
も
み
え
る
。

　

た
だ
し
、
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
は
い
さ
さ
か
問
題
が
あ
る
。
た
し
か
に
三
條
西
家
本
は
右
傍
に
郡
名
標
記
に
附
す
符
号
を
記
す
が
、
写
本
の

文
字
は
「
入
印
南
浪
郡
」
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
ま
ま
で
は
意
味
が
取
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
栗
田
注
は
「
印
南
」
の
二
字
を
衍
と
し
、「
入
浪

郡
」
に
改
め
、
敷し

き

田た

年と
し

治は
る

『
標
注
播
磨
風
土
記
』
上
（
玄
同
舎
、
明
治
二
十
年
八
月

）
は
「
原
本
入
浪
の
浪
ノ
字
を
落
し
、
郡
名
に
加
ヘ
て
印
南
浪
に

誤
れ
り
。
今
改
」
と
の
べ
、「
故
名
曰
二
入
浪
一。
印
南
郡
」
と
し
て
い
る
（
四
丁
ウ
～
五
丁
オ
。「
印
南
郡
」
は
改
行

）。
ま
た
、
大
系
は
「
傍
記
の
誤
入
」

と
し
て
「
印
南
」
の
二
字
を
削
り
、
近
年
出
た
沖
森
卓
也
・
佐
藤
信
・
矢
嶋
泉
編
著
『
風
土
記　

常
陸
国
・
出
雲
国
・
播
磨
国
・
豊
後
国
・
肥

前
国
』（
山
川
出
版
社
、
平
成
二
十
八
年
一
月
、『
播
磨
国
風
土
記
』
の
分
は
平
成
十
七
年
十
月
に
刊
行

）
は
「
入
浪
印
南
郡
」
と
改
め
、「
入い

り
な
み浪

の
印い

な
み
の南

郡こ
ほ
り」

と
訓
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む
（
こ
の
校
訂
本
で
は
、
底
本
の
文
字
を
改
め
た
場
合
に
は
か
な
ら
ず
そ
れ
を
注
記
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
意
改
に
つ
い
て
は
そ
れ
が
な
い

）。

　

た
し
か
に
、「
入
印
南
浪
郡
」
と
い
う
表
記
は
こ
の
ま
ま
で
は
意
味
が
通
じ
な
い
。
イ
リ
ナ
ミ
か
ら
イ
ナ
ミ
が
生
じ
た
と
す
る
説
明
で
あ
る

こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
大
系
の
よ
う
に
「
入
浪
郡
」
の
誤
記
と
み
る
の
が
よ
い
よ
う
に
も
思
う
が
、
断
定
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に

し
て
も
、「
一
家
云
」
以
下
が
印
南
郡
の
記
述
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
多
く
の
研
究
者
の
共
通
の
認
識
で
あ
っ
た（

２
）。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
通
説
に
対
し
、
異
論
を
唱
え
た
の
が
植う

え
が
き垣

節せ
つ

也や

「
播
磨
国
風
土
記
注
釈
稿
（
二
）」（
『
風
土
記
研
究
』
二
、
昭
和
六
十
一
年
六
月

）

で
あ
る
。
植
垣
氏
の
説
は
、
従
来
、
印
南
郡
の
冒
頭
と
解
さ
れ
て
き
た
「
一
家
云
」
以
下
に
つ
い
て
、
風
土
記
の
編
述
当
時
印
南
郡
が
存
在
し

た
確
証
は
な
く
、
こ
こ
も
「
印
南
郡
」
で
は
な
く
、「
印
南
浦
」
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
、
風
土
記
時
代
の
郡
編
成
に
つ
い

て
再
考
を
促
す
劃
期
的
な
提
説
で
あ
っ
た
。

　

氏
は
、
九
点
に
わ
た
っ
て
、
そ
の
根
拠
を
提
示
し
て
お
ら
れ
る
が
、
要
点
を
摘
め
ば
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

①
本
風
土
記
に
は
「
印
南
郡
」
の
三
字
が
ど
こ
に
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。

　
　

②
印
南
の
郡
の
文
献
初
出
は
、
天
平
十
九
年
（
七
四
七

）
の
『
法
隆
寺
伽
藍
縁
起
并
流
記
資
財
帳
』
で
あ
る
。

　
　

③
『
萬
葉
集
』
巻
六
の
九
三
五
の
題
詞
に
「
三
年
丙
寅
秋
九
月
十
五
日
幸
於
播
磨
国
印
南
野
時
笠
朝
臣
金
村
作
歌
一
首
［
并
短
歌
］」
と

あ
る
が
、
こ
れ
は
「
印
南
野
」
の
誤
写
と
み
ら
れ
る
。「
印
南
」
と
い
う
地
域
は
古
く
か
ら
存
在
し
た
が
（
『
萬
葉
集
』
に
も
伊
奈
美
野
・
印
南

野
・
稲
日
野
・
伊
奈
美
国
原
な
ど
と
用
い
ら
れ
て
い
る

）、
そ
れ
は
後
の
印
南
郡
よ
り
も
ず
っ
と
広
く
、
の
ち
の
賀
古
郡
の
地
域
を
含
み
、
印
南
郡

と
い
う
行
政
区
域
が
設
け
ら
れ
た
の
は
風
土
記
編
纂
よ
り
も
少
し
遅
れ
た
時
点
ら
し
い
。

　
　

④
風
土
記
に
は
「
還
到
二
印
南
六
継
村
一
」（
六
継
里

）・「
悉
留
二
印
南
之
大
津
江
一
」（
鴨
波
里

）
と
い
う
ふ
う
に
、「
印
南
郡
」
と
あ
っ
て
し

か
る
べ
き
箇
所
に
「
印
南
」
と
し
か
書
か
れ
て
い
な
い
。

　
　

⑤
「
印
南
郡
」
の
字
が
補
わ
れ
る
最
大
の
根
拠
は
、
下
文
に
「
故
名
曰
二
入
印
南
浪
郡
一。」
と
あ
る
こ
と
だ
が
、「
郡
」
は
「
浦
」
の
誤
写
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で
あ
る
可
能
性
も
じ
ゅ
う
ぶ
ん
あ
る
。

　
　

⑥
『
釈
日
本
紀
』
巻
五
が
益
気
里
を
引
く
の
に
、「
賀
古
郡
益
気
里
有
石
橋
」
と
あ
っ
て
、
同
書
の
編
者
が
み
た
写
本
に
は
益
気
里
が
賀

古
郡
に
属
す
る
も
の
と
記
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
　

⑦
南
毗
都
麻
の
記
事
の
最
初
は
「
郡
南
海
中
有
二
小
嶋
一。」
と
あ
る
が
、
正
確
に
は
「
郡
東
南
海
中
有
二
小
嶋
一。」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

が
、
印
南
郡
が
存
在
せ
ず
全
部
賀
古
郡
な
ら
ば
「
南
」
で
も
不
都
合
は
な
い
。

　
　

⑧
「
所
三
以
号
二
印
南
一
者
」
の
形
は
、
郷
名
・
里
名
・
川
名
・
墓
名
な
ど
な
に
に
で
も
使
え
、「
所
二
以
号
一レ
宅
者
、
大
帶
日
子
命
、
造
二

御
宅
於
此
村
一。
故
曰
二
宅
村
一。」（
益
気
里
条

）
の
よ
う
に
「
宅
」
で
提
示
し
「
宅
村
」
で
応
じ
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
、「
印
南
」
で
提

示
し
「
印
南
浦
」
で
応
じ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

　
　

⑨
郡
内
の
郷
数
か
ら
い
え
ば
、
賀
古
郡
と
印
南
郡
が
も
と
一
郡
八
郷
で
あ
っ
た
と
考
え
る
ほ
う
が
自
然
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
植
垣
氏
の
提
説
は
、
固
定
観
念
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
虚
心
に
風
土
記
の
構
成
を
把
握
し
よ
う
と
し
た
意
慾
的
な
假
説
と
し

て
高
く
評
価
で
き
る
。
氏
の
あ
げ
た
根
拠
に
も
、
説
得
力
が
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
な
お
検
討
の
餘
地
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
、
植
垣
説
の
論
拠
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

　

ま
ず
、
①
だ
が
、
こ
れ
は
、
あ
と
の
⑤
・
⑧
と
関
係
す
る
指
摘
な
の
で
一
括
し
て
論
じ
た
い
。

　
「
印
南
郡
」
の
表
記
が
な
い
の
は
、
氏
の
指
摘
の
と
お
り
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
れ
は
、
論
拠
⑤
と
も
か
か
わ
る
の
だ
が
、
や
や
曖
昧
な
が
ら

「
入
印
南
浪
郡〇

」
と
い
う
表
記
は
存
す
る
。
こ
れ
を
、「
入
浪
郡
」
ま
た
は
「
入
浪
印
南
郡
」
に
訂
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
、
か
な
ら
ず

し
も
「
印
南
郡
」
の
表
記
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
植
垣
氏
ご
自
身
は
、
こ
の
部
分
を
「
郡
」
で
は
な
く
「
浦
」
の
誤
写
で
あ
る
可
能
性
を
指

摘
し
て
お
ら
れ
る
。「
一
家
云
」
以
下
に
は
「
印
南
浦
」
と
い
う
用
語
が
出
て
く
る
の
で
、
そ
の
可
能
性
も
捨
て
切
れ
な
い
が
、
こ
れ
も
確
実

と
は
云
い
が
た
い
。
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つ
ぎ
に
、
②
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
氏
の
指
摘
の
と
お
り
で
あ
る
。「
印
南
郡
」
の
表
記
は
、
平
城
宮
出
土
木
簡
に
も
「
播
磨
国
印
南
郡
」（
『
平

城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
』
四
―
一
一
頁

）、「
播
磨
国
印
南
郡
六
継
郷
」「
白
米
一
口
」（
同
上
一
五
―
二
九
頁

）
な
ど
数
点
み
え
る
が
、
確
実
な
年
紀
の

あ
る
も
の
は
な
く
、
い
ず
れ
も
風
土
記
が
編
纂
さ
れ
た
和
銅
六
年
（
七
一
三

）
か
ら
霊
亀
元
年
（
七
一
五

）
ご
ろ（

３
）ま

で
溯
る
も
の
で
は
な
い
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
れ
に
関
聯
し
て
、
④
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
『
萬
葉
集
』
の
「
印
南
郡
」
の
用
例
も
、
信
頼
に
足
る
も
の
で
は
な

さ
そ
う
で
あ
る
。

　

つ
ぎ
に
、
⑥
に
つ
い
て
の
べ
る
。
こ
れ
は
、
は
や
く
に
武た

け

田だ

祐ゆ
う

吉き
ち

氏
が
指
摘
さ
れ
た
も
の
を
、
植
垣
氏
が
再
評
価
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
た

し
か
に
、
こ
う
し
た
『
釈
日
本
紀
』
の
記
述
は
、
益
気
里
が
賀
古
郡
に
属
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
神か

ん
ざ
き崎

勝ま
さ
る

氏
も
批
判
さ
れ
た
よ
う
に
（
『
講
座
播
磨
国
風
土
記
　
賀
古
郡
（
そ
の
２
）・
印
南
郡
』〈
平
成
二
十
五
年
一
月
〉
所
収
の
「
印
南
郡
の
冒
頭
部
に
つ
い
て
」
一
六
頁

）、

『
釈
日
本
紀
』
の
編
者
が
み
た
風
土
記
の
写
本
が
、
三
條
西
家
本
同
様
、
す
で
に
印
南
郡
の
冒
頭
部
分
を
缺か

い
た
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

益
気
里
条
を
誤
っ
て
賀
古
郡
の
記
事
と
理
解
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
冒
頭
で
も
の
べ
た
よ
う
に
、
三
條
西
家
本
『
播
磨
国
風
土
記
』
は
平
安

時
代
中
期
か
後
期
の
書
写
と
み
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
写
本
に
す
で
に
こ
う
し
た
誤
脱
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
十
三
世
紀
に
卜
部
兼
方
が
み
た
写

本
も
ま
た
、
そ
れ
と
同
じ
で
あ
っ
た
可
能
性
は
大
き
く
、
た
め
に
印
南
郡
の
記
事
を
賀
古
郡
の
そ
れ
と
し
て
引
用
し
た
こ
と
は
あ
り
え
る
と
思

う
。

　

つ
ぎ
に
⑦
だ
が
、
こ
れ
も
興
味
深
い
指
摘
で
あ
る
。
た
だ
、
大
き
く
方
位
を
取
り
違
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
南
毗
都
麻
が
賀
古
郡
の
郡

家
か
ら
み
て
「
南
」
だ
と
す
る
表
現
も
、
印
南
郡
の
存
在
を
否
定
す
る
積
極
的
な
証
拠
と
は
云
え
な
い
気
が
す
る
。

　

最
後
の
⑨
だ
が
、
郷
数
も
決
定
打
と
は
な
ら
な
い
よ
う
に
思
う
。
餝
磨
郡
（
『
和
名
抄
』
で
は
十
四
郷

）・
揖
保
郡
（
『
和
名
抄
』
で
は
十
九
郷

）・
賀
毛

郡
（
『
和
名
抄
』
高
山
寺
本
は
八
郷
だ
が
、
東
急
本
は
十
郷

）
の
よ
う
に
、『
和
名
抄
』
段
階
で
も
郷
数
の
多
い
ま
ま
の
郡
も
あ
る
の
で
、
賀
古
郡
と
印
南

郡
が
合
わ
せ
て
一
郡
八
郷
で
あ
っ
た
と
考
え
る
必
然
性
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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さ
て
、
こ
う
し
て
み
て
い
く
と
、
賀
古
・
印
南
一
郡
説
の
根
拠
①
～
⑨
も
、
そ
れ
自
体
が
積
極
的
に
印
南
郡
が
賀
古
郡
に
包
括
さ
れ
て
い
た

こ
と
の
証
し
と
す
る
に
は
物
足
り
な
い
感
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
印
南
郡
の
存
在
を
当
然
の
よ
う
に
考
え
る
通
説
に
も
再
考
の
餘
地
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
い
う
程
度
の
も
の
で
し
か
な
い
。

　

で
は
、
ぎ
ゃ
く
に
、
印
南
郡
の
存
立
を
裏
づ
け
る
証
拠
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

風
土
記
の
な
か
に
そ
れ
を
も
と
め
る
の
は
む
つ
か
し
い
の
だ
が
、
一
つ
考
え
る
べ
き
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
あ
た
り
の
里
の
記
載
を
み

て
い
く
と
、
印
南
川
（
加
古
川

）
を
挟
ん
で
二
つ
の
地
域
に
区
分
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
半
は
①
望
理
里
→

鴨
波
里
→
長
田
里
→
駅
家
里
の
順
で
記
述
さ
れ
、
つ
い
で
「
一
家
云
」
以
下
で
は
②
大お

お

国く
に
の

里
→
六む

継つ
ぎ
の

里
→
益ま

し

気け
の

里
→
含か

ん

藝ぎ
の

里
の
順
で
記
述
さ

れ
て
い
る
。

　

各
里
の
比
定
地
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が
、
最
初
の
望
理
里
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
加
古
川
市
神か

ん

野の

町
・
八や

は
た幡

町
地
区
と
加
古
郡
稲
美
町
北

部
に
比
定
さ
れ
て
お
り
、
と
く
に
問
題
は
な
い
。

　

し
か
し
、
つ
づ
く
鴨
波
里
に
つ
い
て
は
定
か
で
は
な
い
。『
増
補
大
日
本
地
名
辞
書
』
第
三
巻
中
国
・
四
国
（
冨
山
房
、
昭
和
四
十
五
年
十
二
月

）

は
、「
国
郡
考
」
を
引
い
て
住
吉
郷
（
「
今
二
見
村
、
阿
閇
村
是
な
り
」
と
す
る

）
を
風
土
記
に
い
う
鴨
波
里
と
す
る
が
（
一
〇
八
頁

）、
風
土
記
で
は
鴨

波
里
は
長
田
里
（
長
田
里
は
、
加
古
川
市
尾
上
町
に
長
田
の
地
名
が
残
る
の
で
、
里
域
は
お
そ
ら
く
加
古
川
河
口
附
近
の
左
岸
、
瀬
戸
内
海
沿
岸
近
く
で
あ
ろ
う

）
の
直
前
に

載
せ
ら
れ
、
明
石
郡
の
林
の
潮み

な
と（

現
明
石
市
林
附
近

）
に
近
い
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
可
能
性
は
あ
る
（
『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
』）。
な
お
、
神

崎
勝
氏
は
、
加
古
川
市
加
古
川
町
粟
津
を
遺
称
地
と
み
て
お
ら
れ
る
。

　

最
後
の
駅
家
里
だ
が
、
こ
こ
に
い
う
駅
は
賀
古
駅
の
こ
と
で
、
そ
の
位
置
に
つ
い
て
は
、『
日に

ほ
ん本

往お
う

生じ
ょ
う

極ご
く
ら
く楽

記き

』
に
「
我
は
こ
れ
播
磨
国
賀

古
郡
賀
古
駅
の
北
の
辺
に
居
住
せ
る
沙
弥
教
信
な
り
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
（『
後ご

拾じ
ゅ
う

遺い

極ご
く
ら
く楽

記き

』
は
こ
れ
を
貞
観
八
年
丙
戌
八
月
十
五
日
夜
半
の
こ
と
と
記

す
）、
加
古
川
市
野
口
町
野
口
に
現
存
す
る
教
信
寺
の
南
側
に
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
、
同
寺
の
南
に
位
置
す
る
「
駅
ヶ
池
」
に
南
接
す
る
古ふ

る
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大お
う
ち内

遺
跡
（
野
口
町
古
大
内
字
中
畑

）
に
比
定
す
る
説
が
有
力
で
あ
る
（
『
加
古
川
市
史
』
第
一
巻
本
編
Ⅰ
〈
加
古
川
市
、
平
成
元
年
三
月
〉
四
一
七
～
四
二
六
頁

）。

里
域
も
こ
の
周
辺
で
あ
ろ
う
。

　

つ
ぎ
に
、「
一
家
云
」
以
下
の
里
に
つ
い
て
み
て
み
た
い
。

　

ま
ず
、
大
国
里
は
加
古
川
市
西に

し

神か
ん

吉き

町
に
大
国
の
地
名
が
残
る
の
で
、
こ
の
附
近
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
が
、
里
域
は
加
古
川
下
流

西
岸
の
、
同
市
南
部
と
高
砂
市
の
米
田
・
伊
保
・
阿
弥
陀
の
各
地
区
な
ど
中
北
部
に
わ
た
る
平
野
地
と
推
定
さ
れ
る
（
『
日
本
歴
史
地
名
大
系
』）。

　

つ
づ
く
六
継
里
の
里
域
に
つ
い
て
は
、
諸
説
あ
る
。
た
だ
、
風
土
記
の
伝
承
で
は
、
天
皇
と
印

い
な
み
の
わ
き
い
ら
つ
め

南
別
嬢
が
印
南
の
六
継
村
に
到い

た

り
、
始
め
て

密
事
を
成
し
た
と
き
に
天
皇
は
「
此こ

こ処
は
、
浪な

み

の
響ひ

び
き、

鳥と
り

の
声こ

ゑ

。
甚い

と

譁か
ま

し
」
と
勅
し
た
と
い
う
か
ら
、
海
岸
近
く
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で

あ
ろ
う
（
『
加
古
川
市
史
』
第
一
巻
本
編
Ⅰ
〈
前
掲
〉
三
七
四
頁

）。
神
崎
氏
は
、

印
南
郡
で
は
益
気
（
升
田
）・
含
芸
（
神
吉
）・
大
国
の
三
里
が
な
ら
ぶ
が
、
加
古
川
が
南
へ
屈
曲
す
る
古
新
・
美
保
里
付
近
と
福
泊
（
姫

路
市
的
形
町

）
と
を
結
ぶ
線
の
、
ほ
ぼ
以
南
が
加
古
川
の
氾
濫
原
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
六
継
里
は
河
口
付
近
と
推
定

さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
三
つ
の
里
の
南
の
米
田
町
か
あ
る
い
は
西
の
曽
根
町
付
近
に
比
定
す
る
ほ
か
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

　

と
さ
れ
て
い
る
。

　
「
六
継
」
の
語
源
は
あ
き
ら
か
で
な
い
が
、「
継
」
は
餝
磨
郡
英
保
里
に
も
「
継

つ
ぎ
の

潮み
な
と」

と
み
え
る
。「
継
」
が
崖
地
を
呼
ぶ
地
名
用
語
と
し

て
使
わ
れ
て
い
た
と
考
え
る
と
、
沿
岸
部
の
崖
状
の
地
形
を
表
現
し
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

つ
ぎ
に
、
益
気
里
は
、
下
文
に
み
え
る
斗
形
山
が
、
加
古
川
の
北
岸
、
現
加
古
川
市
東
神
吉
町
升
田
に
あ
る
升
田
山
（
旧
名
益
気
山
・
岩
橋
山

）

の
こ
と
な
の
で
、
こ
こ
か
ら
東
方
に
わ
た
る
地
域
が
里
域
で
、
東
限
は
郡
界
と
思
わ
れ
る
が
、
詳
し
い
こ
と
は
不
明
で
あ
る
（
『
日
本
歴
史
地
名
大

系
』）。

　

最
後
の
含
藝
里
に
つ
い
て
は
、
加
古
川
市
に
東

ひ
が
し

神か
ん
き吉

町
神か

ん
き吉

の
地
名
が
残
っ
て
お
り
、
里
域
は
、
大
国
郷
と
益
気
郷
の
中
間
か
ら
北
方
、
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郡
界
に
至
る
地
域
と
推
測
さ
れ
て
い
る
（
『
日
本
歴
史
地
名
大
系
』）。

　

さ
て
、
こ
う
し
て
み
て
い
く
と
、
前
述
の
①
と
②
は
、
印
南
川
（
加
古
川

）
を
境
界
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
な
か
で
お
お
ま
か
に
云
っ

て
時
計
回
り
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
②
の
地
域
で
は
、
六
継
里
の
現
在
地
比
定
が
む
つ
か
し
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
里
の
記
載

が
い
か
な
る
基
準
で
排
列
さ
れ
て
い
る
の
か
把
握
し
づ
ら
い
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
「
一
家
云
」
の
前
後
で
、
叙
述
さ
れ
る
里
が
印

南
川
を
境
と
す
る
東
西
二
域
に
分
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。

　

で
は
、
こ
れ
は
、
い
か
な
る
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
賀
古
郡
内
で
印
南
川
を
挟
ん
で
二
つ
の
地
域
に
分
け
て
記
載
し
た
と
も
と
れ
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
、
印
南
川
に
よ
っ
て

賀
古
郡
と
印
南
郡
が
分
割
さ
れ
て
い
た
結
果
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
一
家
云
」
以
下
の
記
事
も
、
直
前
に
脱
文
が
あ
り
、
な

お
か
つ
「
入
印
南
浪
郡
」
の
解
釈
が
む
つ
か
し
い
の
で
明
言
は
で
き
な
い
が
、
こ
れ
は
、
や
は
り
郡
名
の
由
来
に
つ
い
て
の
別
伝
と
み
た
ほ
う

が
よ
い
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
印
南
郡
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
に
さ
ほ
ど
不
都
合
な
点
は
な
い
よ
う
に
思
う
。

　

も
し
も
、
今
後
、
八
世
紀
初
頭
の
木
簡
で
「
印
南
郡
」
の
記
載
の
あ
る
も
の
や
、
あ
る
い
は
七
世
紀
に
溯
る
木
簡
で
「
印
南
評
」
と
記
さ
れ

る
も
の
が
発
見
さ
れ
れ
ば
、
こ
の
問
題
も
一
気
に
鳧
が
つ
く
の
だ
が
、
目
下
の
と
こ
ろ
は
そ
れ
も
な
い
。
植
垣
説
は
旧
説
の
盲
点
を
つ
く
新
説

と
し
て
魅
力
的
だ
が
、
現
状
で
は
、
通
説
を
覆
す
に
は
至
ら
な
い
と
云
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
　
　
　
　

二
、「
聖
徳
王
御
世
」

　

印
南
郡
大
国
里
条
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

大
国
里
土
中
〻
。
所
三
以
号
二
大
国
一
者
。
百
姓
之
家
多
居
レ
此
。
故
曰
二
大
国
一。
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此
里
有
レ
山
。
名
曰
二
伊
保
山
一。
帶
中
日
子
命
乎
坐
二
於
神
一
而
。
息
長
帶
日
女
命
率
二
石
作
連
大
来
一
而
。
求
二
讃
伎
国
羽
若
石
一
也
。
自
レ

彼
度
賜
。
未
レ
定
二
御
廬
一
之
時
。
大
来
見
顕
。
故
曰
二
美
保
山
一。

山
西
有
レ
原
。
名
曰
二
池
之
原
一。
〻
中
有
レ
池
。
故
曰
二
池
之
原
一。

原
南
有
二
作
石
一。
形
如
レ
屋
。
長
二
丈
廣
一
丈
五
尺
、
高
亦
如
レ
之
。
名
号
曰
二
大
石
一。
傳
云
。
聖
徳
王
御
世
。
弓
削
大
連
所
レ
造
之
石
也
。

　

右
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
大
国
里
に
美
保
山
と
い
う
山
が
あ
り
、
そ
の
西
に
池
之
原
が
広
が
っ
て
い
て
、
そ
こ
に
は
「
大
石
」
と
呼
ば
れ
る
、

家
屋
の
形
を
し
た
巨
石
が
存
在
し
、
伝
え
に
よ
る
と
、
聖
徳
王
の
御
世
に
弓
削
大
連
（
物
部
守
屋

）
の
造
っ
た
も
の
だ
と
い
う
。

　

こ
の
巨
石
は
、
い
わ
ゆ
る
石
の
宝
殿
の
こ
と
で
、
現
在
の
高
砂
市
阿あ

み

だ
弥
陀
町ち

ょ
う

生お
お
し
こ石

字
宝
殿
山
に
鎮
座
す
る
生お

う
し
こ石

神
社
社
殿
の
背
後
に
あ
る

巨
大
な
石
製
品
で
あ
る
。
附
近
で
産
す
る
竜た

つ
や
ま
い
し

山
石
を
加
工
し
た
も
の
で
、
生
石
神
社
の
ご
神
体
と
さ
れ
て
い
る
。
風
土
記
に
は
、「
大
石
」
と

称
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
が
、
こ
れ
が
転
訛
し
て
「
生
石
（
オ
オ
シ
コ
）」
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
正
面
の
最
大
幅
六
・
四
五
メ
ー
ト

ル
、
奥
行
五
・
四
八
メ
ー
ト
ル
、
整
形
部
の
最
大
高
五
・
七
メ
ー
ト
ル
、
横
約
六
・
四
五
メ
ー
ト
ル
、
奥
行
約
四
・
七
五
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
約

五
・
六
メ
ー
ト
ル
の
直
方
体
の
巨
石
で
、
背
面
に
一
・
七
五
メ
ー
ト
ル
の
突
起
が
つ
く
。
正
面
は
素
面
で
あ
る
が
、
両
側
面
に
は
幅
一
・
六

メ
ー
ト
ル
、
深
さ
二
十
数
セ
ン
チ
（
最
深
部

）
の
浅
い
溝
が
上
下
に
通
る
。
溝
は
石
の
上
面
に
も
及
ん
で
お
り
、
上
縁
か
ら
約
五
〇
セ
ン
チ
ま

で
は
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
中
央
部
に
は
土
が
堆
積
し
、
全
貌
は
わ
か
ら
な
い
。『
萬
葉
集
』
巻
三
の
生お

石い
し

村す
ぐ

主り

真ま

人ひ
と

の
歌
「
大お

お

汝な
む
ち

少
す
く
な

彦ひ
こ

名な

の
い
ま
し
け
む
志し

づ都
の
石い

は
や室

は
幾
世
経へ

ぬ
ら
む
」（
三
五
五

）
は
、
こ
の
石
を
さ
し
て
い
る
と
す
る
説
も
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
大
石
を
「
聖
徳
王
御
世
」
に
守
屋
が
造
っ
た
と
い
う
伝
承
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
聖
徳
王
が

用
明
天
皇
皇
子
の
厩

う
ま
や

戸と
の

皇み

こ子
、
す
な
わ
ち
聖
徳
太
子
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
ほ
ぼ
疑
い
な
い
。「
聖
徳
」
の
語
は
、
厩
戸
皇
子
の
名
号

と
し
て
は
も
っ
と
も
よ
く
知
ら
れ
た
も
の
だ
が
、
生
前
の
名
で
は
な
く
、
薨
去
後
の
諡
号
と
み
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
（
坂
本
太
郎
『
聖
徳
太
子
』

〈
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
五
十
四
年
二
月
〉、
の
ち
『
坂
本
太
郎
著
作
集
』
第
九
巻
〈
吉
川
弘
文
館
、
平
成
元
年
四
月
〉
所
収
、
一
二
頁

）。
古
い
実
例
と
し
て
は
、
文
武
天
皇
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朝
の
慶
雲
三
年
（
七
〇
六

）
造
立
の
法
起
寺
三
重
塔
の
露
盤
銘
（
現
物
は
亡
佚
し
、
顕
真
『
聖
徳
太
子
伝
私
記
』
上
巻
に
銘
文
の
み
所
収
。
こ
の
銘
文
に
つ
い
て
は
偽

作
説
も
あ
る
。
大
山
誠
一
『
聖
徳
太
子
と
日
本
人
』〈
風
媒
社
、
平
成
十
三
年
五
月
〉
一
九
三
～
一
九
五
頁
を
参
照

）
に
「
上
宮
聖
徳
皇
」
と
み
え
る
の
を
は
じ
め
と
し

て
、
天
平
十
年
（
七
三
八

）
前
後
の
成
立
と
み
ら
れ
る
公
式
令
集
解
、
平
出
条
の
引
く
古
記
に
も
、

古
記
云
。
問
。
天
皇
諡
。
未
知
。
諡
。
答
。
天
皇
崩
後
。
拠
二
其
行
迹
一。
文
武
備
者
。
称
二
大
行
一
之
類
。
一
云
。
上
宮
太
子
称
聖〇

〇

〇
徳
王
之

類
。

　

と
み
え
て
い
る
。
ま
た
、『
萬
葉
集
』
巻
三
（
天
平
十
六
年
ご
ろ
ま
で
の
挽
歌
を
収
録

）
の
四
一
五
番
歌
の
題
詞
に
「
上〇

〇

〇

〇

〇

〇

宮
聖
徳
皇
子
出
遊
竹
原
井

之
時
見
龍
田
山
死
人
悲
傷
御
作
歌
一
首
」
と
あ
り
、
天
平
勝
宝
三
年
（
七
五
一

）
の
年
紀
の
あ
る
『
懐
風
藻
』
序
に
も
「
逮
二
乎
聖〇

〇

〇

〇

徳
太
子
一、
設

レ
爵
分
レ
官
。
肇
制
二
禮
義
一。
然
而
。
專
崇
二
釋
教
一。
未
レ
遑
二
篇
章
一。」
と
あ
る
。
さ
ら
に
、
風
土
記
で
も
『
釈
日
本
紀
』
巻
第
十
四
（
新
訂
増
補

国
史
大
系
本
、
一
八
八
頁

）
や
『
萬
葉
集
註
釈
』
巻
第
三
（
萬
葉
集
叢
書
本
、
一
一
一
頁

）
所
引
の
『
伊
豫
国
風
土
記
』
逸
文
の
「
温
泉
・
伊
社
邇
波
の

岡
」
に
、

天
皇
等
。
於
レ
湯
幸
行
降
坐
五
度
也
。
以
下
大
帯
日
子
天
皇
与
二
大
后
八
坂
入
姫
命
一
二
躯
上。
為
二
一
度
一
也
。
以
下
帯
中
日
子
天
皇
与
二
大
后

息
長
帯
姫
命
一
二
躯
上。
為
二
一
度
一
也
。
以
二
上〇

〇

〇

〇

〇

宮
聖
徳
皇
子〇
一。
為
二
一
度
一。
及
侍
高
麗
恵
慈
僧
葛
城
臣
等
也
。
于
時
。
立
二
湯
岡
側
碑
文

一。
其
立
二
碑
文
一
処
。
謂
二
伊
社
邇
波
之
岡
一
也
。
所
レ
名
二
伊
社
邇
波
一
由
者
。
当
土
諸
人
等
。
其
碑
文
欲
レ
見
而
。
伊
社
那
比
来
。
因
謂
二
伊

社
邇
波
一。
本
也
。
碑
文
記
云
。（
後
略

）

　

と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
用
例
に
照
ら
し
て
、『
播
磨
国
風
土
記
』
の
「
聖
徳
王
御
世
」
は
、「
聖
徳
太
子
の
治
世
に
」
と
い
っ
た
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る

と
理
解
し
て
よ
い
と
思
う
が
、
正
確
な
年
代
に
つ
い
て
は
疑
問
が
残
る
。

　

物
も
の
の
べ
の部

守も
り
や屋

は
、
尾
輿
の
子
に
あ
た
り
、
敏
達
・
用
明
天
皇
朝
に
大
連
と
し
て
活
躍
し
た
人
物
だ
が
（
母
姓
に
よ
り
弓ゆ

げ
の削

守
屋
と
も
称
し
た
の
で
、
こ
こ
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で
も
そ
の
名
で
記
さ
れ
て
い
る
）、
父
と
と
も
に
排
仏
を
主
張
し
て
蘇
我
氏
と
対
立
。
用
明
天
皇
が
崩
御
し
た
あ
と
に
天
皇
の
異
母
弟
に
あ
た
る
穴あ

な

穂ほ
べ
の部

皇
子
を
擁
立
し
た
こ
と
で
、
対
立
は
決
定
的
と
な
り
、
最
後
は
蘇
我
馬
子
ら
に
攻
め
ら
れ
、
射い

こ
ろ殺

さ
れ
た
。
こ
れ
が
西
暦
五
八
七
年
の
こ

と
な
の
で
、
大
系
が
「
聖
徳
王
御
世
」
が
「
太
子
の
摂
政
は
物
部
守
屋
滅
亡
後
で
時
代
が
前
後
す
る
。
伝
承
の
年
代
錯
誤
」
と
指
摘
す
る
よ
う

に
、
正
確
な
年
代
は
合
わ
な
い
。

　

た
だ
、
厳
密
に
は
大
系
の
説
く
と
お
り
な
の
だ
が
、
年
代
を
大
き
く
取
り
違
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
こ
の
こ
と
が
右
の
伝
承
の
致

命
的
な
缺
陥
と
は
云
え
な
い
よ
う
に
思
う（

４
）。

　

こ
の
表
記
で
注
目
さ
れ
る
点
は
、
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、『
播
磨
国
風
土
記
』
の
成
立
年
代
に
照
ら
し
て
、
こ
れ
が
厩
戸
皇
子
を
「
聖
徳
」

と
称
し
た
古
い
用
例
で
あ
る
点
で
あ
る
。
い
ま
一
つ
は
、「
御
世
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
ふ
つ
う
「
御
世
」
は
、「
某
天
皇
の
御
世
」
な
ど

と
、
あ
る
天
皇
の
治
世
を
も
っ
て
時
を
示
す
筆
法
で
あ
る
。『
播
磨
国
風
土
記
』
の
な
か
に
も
、「
難
波
高
津
御
宮
御
世
」（
賀
古
郡
含
藝
里
条
ほ

か

）・「
大
帶
日
子
天
皇
御
世
」（
印
南
郡
含
藝
里
酒
山
条
ほ
か

）・「
志
我
高
穴
穂
宮
御
宇
天
皇
御
世 

」（
印
南
郡
南
毗
都
麻
条

）・「
志
貴
嶋
宮
御
宇
天
皇
之

御
世
」（
餝
磨
郡
大
野
里
条

）・「
品
太
天
皇
之
世
」（
餝
磨
郡
大
野
里
峪
堀
条
ほ
か

）・「
大
長
谷
天
皇
御
世
」（
餝
磨
郡
貽
和
里
馬
墓
池
条

）・「
大
雀
天
皇
御
世
」

（
餝
磨
郡
餝
磨
御
宅
条

）・「
勾
宮
天
皇
之
世
」（
揖
保
郡
越
部
里
条

）・「
小
治
田
河
原
天
皇
之
世
」（
揖
保
郡
大
家
里
大
法
山
条

）（
５
）・「

宇
治
天
皇
之
世
」（
揖

保
郡
大
家
里
上
筥
岡
・
下
筥
岡
・
魚
戸
津
・
朸
田
条

）（
６
）・「

難
波
長
柄
豊
前
天
皇
之
世
」（
揖
保
郡
石
海
里
条
ほ
か

）・「
近
江
天
皇
之
世
」（
讃
容
郡
中
川
里
条

）
の

用
例
が
あ
り
、
逸
文
で
も
「
難
波
高
津
宮
天
皇
御
世
」
の
表
現
が
み
え
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
記
紀
の
皇
統
譜
が
載
せ
て
い
る
天
皇
で
あ
っ

て
、
天
皇
（
大
王

）
の
治
世
に
か
け
て
あ
る

0

0

出
来
事
の
年
代
を
語
る
一
般
的
な
用
例
と
し
て
理
解
で
き
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
聖
徳
太
子
の
場
合
、
即
位
の
事
実
は
記
紀
に
は
み
え
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
播
磨
国
風
土
記
』
に
あ
た
か
も
聖
徳
太
子

の
治
世
が
存
在
し
た
か
の
よ
う
な
伝
承
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
い
か
な
る
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

風
土
記
の
注
釈
書
で
こ
の
点
を
問
題
に
し
た
も
の
は
寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い
が
、
卑
見
を
の
べ
れ
ば
、「
聖
徳
王
御
世
」
と
い
う
表
現
は
、
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太
子
が
推
古
天
皇
朝
で
摂
政
と
し
て
天
皇
大
権
の
一
部
を
担
っ
て
い
た
こ
と
と
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　

も
っ
と
も
、
聖
徳
太
子
に
つ
い
て
は
、『
日
本
書
紀
』
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
聖
人
と
し
て
の
太
子
像
は
、
律
令
制
の
も
と
で
中
国
の
聖
天

子
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
模
範
的
な
天
皇
像
を
示
す
た
め
、
儒
教
的
な
政
治
を
目
指
し
て
い
た
藤
原
不
比
等
と
、
道
教
を
好
ん
だ
長
屋
王
と
、
唐

か
ら
帰
国
し
た
ば
か
り
の
道ど

う
じ慈

が
、『
日
本
書
紀
』
編
纂
の
最
終
段
階
で
構
想
し
た
も
の
だ
と
い
う
大
山
誠
一
氏
の
説
が
あ
る
（
『〈
聖
徳
太
子
〉
の

誕
生
』〈
吉
川
弘
文
館
、
平
成
十
一
年
四
月
〉
ほ
か

）。

　

こ
の
説
が
正
し
け
れ
ば
、『
播
磨
国
風
土
記
』
の
「
聖
徳
王
御
世
」
と
い
う
記
述
に
つ
い
て
あ
れ
こ
れ
論
じ
て
も
あ
ま
り
意
味
の
な
い
の
だ

が
、
大
山
氏
の
〈
聖
徳
太
子
〉
虚
構
説
も
か
な
ら
ず
し
も
盤
石
で
は
な
い
。

　

こ
こ
で
大
山
説
に
つ
い
て
詳
し
く
論
じ
る
餘
裕
は
な
い
が（

７
）、

小
論
と
の
か
か
わ
り
で
、
一
つ
だ
け
疑
問
を
呈
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ

は
、
聖
徳
太
子
（
厩
戸
皇
子

）
の
子
山や

ま
し
ろ
の背

大お
お
え
の
み
こ

兄
王
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　

周
知
の
よ
う
に
、
山
背
大
兄
王
は
、
田
村
皇
子
（
の
ち
の
舒
明
天
皇

）
と
と
も
に
推
古
天
皇
に
後
事
を
託
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
。
も
し
、『
日
本

書
紀
』
が
描
く
よ
う
な
、
聖
徳
太
子
像
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
り
、
実
在
し
た
厩
戸
皇
子
は
推
古
天
皇
朝
の
一
王
族
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
す
れ

ば
、
な
ぜ
、
そ
の
よ
う
な
一
介
の
王
族
の
子
が
、
推
古
天
皇
崩
御
の
の
ち
、
田
村
皇
子
と
な
ら
ん
で
有
力
な
皇
位
継
承
候
補
者
と
さ
れ
た
の
だ

ろ
う
か
（
詳
細
は
『
日
本
書
紀
』
舒
明
天
皇
即
位
前
紀
に
よ
ら
れ
た
い
が
、
舒
明
天
皇
即
位
前
紀
の
記
述
を
て
い
ね
い
に
読
む
か
ぎ
り
で
は
、
推
古
天
皇
は
か
な
ら
ず
し
も
田
村
皇

子
を
皇
位
に
と
考
え
、
ま
た
遺
詔
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
蘇
我
蝦
夷
の
思
惑
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
よ
う
で
あ
る

）。

　

と
く
に
注
目
し
た
い
の
は
、
山
背
大
兄
王
の
名
に
ふ
く
ま
れ
る
「
大
兄
」
と
い
う
称
号
で
あ
る
（
以
下
、
塚
口
義
信
「
聖
徳
太
子
の
「
天
皇
事
」
と
は

何
か
」
上
田
正
昭
・
千
田
稔
編
『
聖
徳
太
子
の
歴
史
を
読
む
』〈
文
英
堂
、
平
成
二
十
年
二
月
〉
所
収
、
に
負
う

）。『
日
本
書
紀
』
に
は
、「
大
兄
」
を
称
す
る
人
物
が

八
名
い
る
。

①
大
兄
去
来
穂
別
尊
（
仁
徳
天
皇
皇
后
所
生
の
第
一
子

）
→
履
中
天
皇
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②
勾
大
兄
皇
子
（
継
体
天
皇
元
妃
所
生
の
第
一
子

）
→
安
閑
天
皇

③
箭
田
珠
勝
大
兄
皇
子
（
欽
明
天
皇
皇
后
所
生
の
第
一
子

）

④
大
兄
皇
子
（
欽
明
天
皇
妃
所
生
の
第
一
子

）
→
用
明
天
皇

⑤
押
坂
彦
人
大
兄
皇
子
（
敏
達
天
皇
皇
后
所
生
の
第
一
子

）

⑥
山
背
大
兄
王
（
厩
戸
皇
子
妃
所
生
の
第
一
子

）

⑦
古
人
大
兄
皇
子
（
舒
明
天
皇
妃
所
生
の
第
一
子

）

⑧
中
大
兄
皇
子
（
舒
明
天
皇
皇
后
所
生
の
第
一
子

）
→
天
智
天
皇

　
「
大
兄
」
と
い
う
称
号
だ
け
で
い
え
ば
、『
古
事
記
』
に
一
例
「
日ひ

こ子
人ひ

と

之の

大お
お

兄え
の

王み
こ

」
と
い
う
人
物
が
み
え
て
お
り
、
さ
ら
に
、『
日
本
書
紀
』

で
も
仲
哀
天
皇
の
叔
父
に
あ
た
る
人
物
と
し
て
、「
彦
人
大
兄
」
の
名
が
み
え
る
が
、
前
者
は
ほ
か
に
「
大
兄
」
の
用
例
を
見
出
し
え
な
い
『
古

事
記
』
の
場
合
で
あ
り
、「
日
子
人
之
大
兄
王
」
な
る
人
物
に
つ
い
て
も
は
っ
き
り
し
な
い
し
（
『
日
本
書
紀
』
に
は
み
え
な
い

）、
ま
た
、
後
者
も
、

他
の
用
例
と
は
ず
い
ぶ
ん
年
代
的
に
隔
た
っ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
も
除
外
し
た
ほ
う
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
ほ
か
に
も
、『
日
本
書
紀
』
に

は
「
高
麗
太
兄
男
生
」
や
「
上
部
位
頭
大
兄
邯
子
」
な
ど
、
高
句
麗
の
人
物
で
「
大
兄
」
を
称
す
る
例
も
い
く
つ
か
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
も
、

こ
こ
で
の
問
題
に
は
直
接
関
係
が
な
い
の
で
省
略
す
る
。

　

さ
て
、
右
に
あ
げ
た
八
例
に
つ
い
て
い
う
と
、
ま
ず
、
①
は
、『
古
事
記
』
で
は
「
大お

お

江え

之の

伊い

邪ざ

本ほ

和わ

気け
の

命み
こ
と

」
と
記
さ
れ
る
。
同
母
弟
の

「
墨

す
み
の

江え

之の

中な
か

津つ
の

王み
こ

」
や
「
蝮

た
じ
ひ

之の

水み
ず

歯は

別わ
け
の

命み
こ
と」

な
ど
の
名
を
参
考
に
す
る
と
、
こ
の
「
大
兄
（
大
江
）」
は
地
名
に
由
来
し
て
い
る
と
み
る
べ

き
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
他
の
用
例
と
は
い
さ
さ
か
性
格
が
ち
が
う
の
で
、
考
察
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
。

　

そ
こ
で
、
残
る
②
～
⑧
の
七
名
を
み
て
い
き
た
い
が
、
こ
れ
ら
の
人
物
に
は
二
つ
の
共
通
点
が
あ
る
。
第
一
に
、
ほ
ぼ
全
員
が
天
皇
の
子
で

あ
り
、
し
か
も
第
一
子
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
第
二
に
、
七
名
の
う
ち
、
②
・
④
・
⑧
の
三
皇
子
が
即
位
し
て
お
り
、
残
る
四
人
に
つ
い
て
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も
、
⑤
押
坂
彦
人
大
兄
皇
子
・
⑥
山
背
大
兄
王
・
⑦
古
人
大
兄
皇
子
は
、
皇
位
を
争
い
な
が
ら
も
敗
れ
た
皇
子
た
ち
で
あ
る
か
ら
、
い
ず
れ
も

有
力
な
皇
位
継
承
者
だ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
ま
た
、
③
箭や

田た
の

珠た
ま

勝か
つ
の

大お
お

兄え
の

皇
子
に
し
て
も
、
欽
明
天
皇
の
在
位
中
に
亡
く
な
っ
た
の
で
即

位
は
実
現
し
な
か
っ
た
が
、
存
命
な
ら
ば
、
当
然
即
位
し
た
は
ず
の
、
有
力
な
皇
位
継
承
の
候
補
者
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
て
み
て
い
く
と
、「
大
兄
」
と
は
、
有
力
な
皇
位
継
承
候
補
者
に
冠
さ
せ
ら
れ
た
称
号
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
さ
き
に
②
～
⑧
の
父
は
お
お
む
ね
天
皇
で
あ
る
と
書
い
た
が
、
一
人
例
外
が
あ
る
。
そ
れ
が
、
ま
さ
に
⑥
山
背
大
兄
王
で
あ

る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
き
わ
め
て
示
唆
に
富
む
事
実
で
あ
っ
て
、
他
の
「
大
兄
」
が
い
ず
れ
も
天
皇
の
子
、
し
か
も
長
子
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
え

ば
、
山
背
大
兄
王
の
父
厩
戸
皇
子
も
、
推
古
天
皇
朝
に
お
い
て
そ
れ
に
准
じ
る
立
場
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

じ
つ
は
、
こ
の
こ
と
を
裏
づ
け
る
記
述
が
、『
日
本
書
紀
』
に
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
用
明
天
皇
元
年
春
正
月
壬
子
朔
条
に
は
、

立
二
穴
穂
部
間
人
皇
女
一
為
二
皇
后
一。
是
生
二
四
男
一。
其
一
曰
二
廐
戸
皇
子
一。

更
名
豊
耳
聡
。
聖
徳
。
或
名
二
豊
聡

耳
。
法
大
王
一。
或
云
二
法
主
王
一。

是
皇
子
初
居
二
上
宮
一。
後
移
二
斑
鳩
一。

於
二
豊
御
食
炊
屋
姫
天
皇
世
一
位
二
居
東
宮
一。
總0

二
摂
萬
機

0

0

0

一
行0

二
天
皇
事

0

0

0

一。
語
見
二
豊
御
食
炊
屋
姫
天
皇
紀
一。

　

と
あ
っ
て
、
厩
戸
皇
子
が
「
天み

か
ど皇

事わ
ざ

し
た
ま
ふ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
天
皇
の
代
行
と
し
て
執
政
し
た
と
い
う
意
味
だ
か
ら
、
厩

戸
皇
子
は
天
皇
に
準
ず
る
存
在
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
厩
戸
皇
子
の
地
位
の
お
か
げ
で
、
そ
の
子
は
「
山
背
大〇

〇兄
王
」
と
呼

ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

む
ろ
ん
、〈
聖
徳
太
子
〉
虚
構
説
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
記
述
も
『
日
本
書
紀
』
編
者
の
造
作
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う

が
、
あ
な
が
ち
そ
う
と
も
云
え
な
い
。
坂さ

か
も
と元

義よ
し
た
ね種

氏
（
『
隋
書
』
倭
国
伝
を
徹
底
し
て
検
証
す
る
」『
歴
史
読
本
』
平
成
八
年
十
二
月
号

）
や
塚
口
氏
（
前
掲
論
文
、

八
九
～
九
四
頁

）
は
、『
隋
書
』
倭
国
伝
が
、
推
古
天
皇
朝
の
倭
王
を
「
多
利
思
比
孤
」、
す
な
わ
ち
男
王
と
認
識
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
中
国
と

の
国
交
に
お
い
て
は
推
古
天
皇
で
は
な
く
、
厩
戸
皇
子
が
倭
王
と
称
し
う
る
権
限
を
有
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。
と
く
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に
、
塚
口
氏
は
、「
天
皇
事
し
た
ま
ふ
」
は
、
天
皇
大
権
の
一
つ
で
あ
る
外
交
権
を
厩
戸
皇
子
に
委
ね
て
い
た
こ
と
を
い
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
推
測
し
て
お
ら
れ
る
が
、
筆
者
も
そ
の
可
能
性
は
大
き
い
と
思
う
。

　

さ
て
、
こ
う
し
て
厩
戸
皇
子
が
天
皇
に
準
ず
る
存
在
だ
っ
た
と
す
る
と
、「
聖
徳
王
御
世
」
と
い
う
『
播
磨
国
風
土
記
』
の
表
記
も
、
あ
な

が
ち
史
実
か
ら
乖
離
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
判
明
す
る
。
思
う
に
、
推
古
天
皇
朝
の
政
治
体
制
の
実
態
を
反
映
し
て
、
太
子
に
か
け
て
こ

の
時
代
を
語
る
表
現
は
か
な
り
は
や
く
か
ら
利
用
さ
れ
、
地
方
に
も
滲
透
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
記
事
を
採
訪
し
た
郡
司
や
、
さ
ら
に

は
そ
れ
を
も
と
に
風
土
記
を
編
ん
だ
国
司
も
、
あ
え
て
書
き
改
め
る
こ
と
な
く
『
播
磨
国
風
土
記
』
に
掲
載
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
印
南
郡
大

国
里
条
の
一
条
は
、
は
か
ら
ず
も
そ
う
し
た
当
時
の
人
々
の
認
識
を
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
断
片
的
な
フ
レ
ー
ズ
で
は
あ
る
が
、
推
古
天
皇

朝
の
厩
戸
皇
子
の
実
像
を
う
か
が
う
貴
重
な
史
料
だ
と
云
え
よ
う
。

　

ち
な
み
に
云
え
ば
、
推
古
天
皇
十
四
年
（
六
〇
六

）
是
歳
に
は
「
皇
太
子
亦
講
二
法
華
経
於
岡
本
宮
一。
天
皇
大
喜
之
。
播
磨
国
水
田
百
町
施
二

于
皇
太
子
一。
因
以
納
二
于
斑
鳩
寺
一。」
と
あ
り
、
天
平
十
九
年
（
七
四
七

）
二
月
に
勘
録
さ
れ
た
「
法ほ

う

隆り
ゅ
う

寺じ

伽が

藍ら
ん

縁え
ん

起ぎ

并
な
ら
び
に

流る

記き

資し

財ざ
い

帳ち
ょ
う」、

あ

る
い
は
『
上

じ
ょ
う

宮ぐ
う

聖し
ょ
う

徳と
く

法ほ
う
お
う王

帝て
い
せ
つ説

』
に
も
、
戊
午
年
（
推
古
天
皇
六
年
、
五
九
八

）
に
推
古
天
皇
が
聖
徳
太
子
に
与
え
た
水
田
（
「
資
財
帳
」
で
は
二
百
十

九
町
一
段
八
十
二
分

）
が
播
磨
国
揖
保
郡
に
存
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
播
磨
の
法
隆
寺
領
が
、
は
た
し
て
こ
れ
ら
の
記
録
の
と
お
り
、
推
古

天
皇
朝
の
成
立
か
ど
う
か
は
な
お
検
討
が
必
要
だ
が
（
兵
庫
県
史
編
集
専
門
委
員
会
編
『
兵
庫
県
史
』
第
一
巻
〈
昭
和
四
十
九
年
三
月
〉
四
二
五
～
四
二
九
頁

）、
播

磨
国
が
聖
徳
太
子
と
縁
の
地
で
あ
っ
た
こ
と
は
、「
聖
徳
王
の
御
世
」
と
い
う
本
条
の
表
現
を
考
え
る
う
え
で
興
味
深
い
。

　
　
　
　
　

三
、「
事
与
上
解
同
」

　

賀
古
郡
鴨
波
里
条
に
は
、



─ 18 ─

『
播
磨
国
風
土
記
』
雑
考
（
荊
木
）

鴨
波
里
土
中
〻
。
昔
大
部
造
等
始
祖
古
理
賣
耕
二
此
之
野
一。
多
種
レ
粟
。
故
曰
二
粟
〻
里
一。
此
里
有
二
舟
引
原
一。
昔
。
神
前
村
有
二
荒
神
一。
毎

半
二
留
行
人
之
舟
一。
於
レ
是
。
往
来
之
舟
。
悉
留
二
印
南
之
大
津
江
一。
上
二
於
川
頭
一。
自
二
賀
意
理
多
之
谷
一
引
出
而
。
通
二
出
於
赤
石
郡
林

潮
一。
故
曰
二
舟
引
原
一。
又
事
与
二
上
解
一
同
。

　

と
い
う
記
述
が
み
え
て
い
る
。
こ
の
な
か
で
筆
者
が
注
目
し
た
い
の
は
、
末
尾
の
「
事
与
二
上
解
一
同
」
と
い
う
注
記
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
ま

た
、
こ
と
の
次
第
は
上
の
解
と
同
様
で
あ
る
」
と
い
っ
た
意
味
で
、
お
そ
ら
く
は
、
賀
意
理
多
の
谷
か
ら
陸
で
舟
を
曳
い
て
赤
石
郡
の
林
潮
ま

で
運
ん
だ
か
ら
舟
引
原
と
い
う
の
だ
と
い
う
説
明
が
、
赤
石
郡
（
明
石
郡

）
の
と
こ
ろ
に
も
み
え
る
こ
と
を
云
う
の
で
あ
ろ
う
。「
お
そ
ら
く
」

と
い
う
の
は
、
現
存
の
三
條
西
家
本
に
は
冒
頭
に
缺
損
が
あ
り
、
明
石
郡
の
記
載
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

た
だ
、
も
と
は
明
石
郡
の
記
述
が
存
し
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、『
釈
日
本
紀
』
巻
第
八
に
「
速
鳥
（
駒
手
御
井
）」
と
い
う
、

明
石
郡
か
ら
の
引
用
と
み
ら
れ
る
逸
文
（
新
訂
増
補
国
史
大
系
本
、
一
一
四
頁

）
が
み
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

問
題
は
「
解
」
と
い
う
用
語
で
あ
る
。
は
や
く
に
新
考
が
「
本
書
は
国
司
よ
り
太
政
官
に
奉
り
し
も
の
な
れ
ば
解
と
云
へ
る
に
て
上
ノ
解
と

は
脱
落
せ
る
明
石
郡
の
記
事
を
云
へ
る
な
り
」（
五
八
頁

）
と
説
明
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
本
条
の
「
解
」
と
は
『
播
磨
国
風
土
記
』

そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、「
上
解
」
と
は
、
そ
の
う
ち
の
明
石
郡
の
部
分
を
こ
う
呼
ん
だ
と
解
釈
し
う
る
。

　

こ
う
し
た
新
考
の
解
釈
が
正
し
け
れ
ば
、『
播
磨
国
風
土
記
』
の
こ
の
記
述
は
、『
常
陸
国
風
土
記
』
の
冒
頭
に
「
常
陸
国
司
解
。
申
二
古
老

相
伝
旧
聞
一
事
」
と
あ
る
記
述
と
と
も
に
、
風
土
記
の
実
体
は
国
司
が
太
政
官
に
提
出
し
た
解
で
あ
る
こ
と
を
裏
づ
け
る
証
拠
と
な
る
。
植
垣

節
也
氏
が
「『
播
磨
国
風
土
記
注
釈
稿
（
一
）
賀
古
郡
」（
『
風
土
記
研
究
』
創
刊
号
、
昭
和
六
十
年
十
月

）
は
「
当
国
風
土
記
が
も
と
も
と
「
解
」
と
し

て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
証
す
る
文
」（
一
五
八
頁

）
と
し
、
同
氏
校
注
・
訳
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
５
『
風
土
記
』（
小
学
館
、

平
成
九
年
十
月

）
が
こ
れ
を
注
し
て
「
当
風
土
記
も
本
来
解
で
あ
っ
た
」（
二
四
頁

）
と
記
し
て
い
る
の
も
、
新
考
説
に
し
た
が
っ
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
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筆
者
も
、
こ
う
し
た
通
説
的
理
解
に
と
く
に
疑
問
を
い
だ
く
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
の
ち
に
な
っ
て
、
こ
こ
に
い
う
「
上
解
」
と
は
、
明
石

郡
の
当
該
部
分
を
指
す
こ
と
は
間
違
い
な
い
に
し
て
も
、「
解
」
は
『
播
磨
国
風
土
記
』
そ
の
も
の
の
こ
と
で
は
な
く
、
明
石
郡
司
か
ら
播
磨

国
司
に
提
出
さ
れ
た
解
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
考
え
る
に
至
っ
た
。

　

風
土
記
編
纂
の
最
終
的
な
責
任
者
が
、
当
該
国
の
国
司
で
あ
る
こ
と
は
云
う
を
俟
た
な
い
が
、
各
郡
の
直
接
の
担
当
者
は
当
該
郡
の
郡
司
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
そ
の
下
の
郷
長
（
里
長

）
が
そ
れ
ぞ
れ
郷
（
里

）
の
記
載
を
取
り
ま
と
め
た
こ
と
も
推
測
さ
れ
る

が
（
廣
岡
義
隆
「
郷
家
に
お
け
る
素
稿
の
作
成
―
出
雲
国
秋
鹿
郡
恵
曇
郷
を
例
に
―
」『
三
重
大
学
　
日
本
語
学
文
学
』
二
九
、
平
成
三
十
年
六
月

）、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
し

ば
ら
く
措
く
と
し
て
、
風
土
記
の
原
材
料
が
郡
単
位
で
郡
司
の
手
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、『
出
雲
国
風
土
記
』
に
お
い

て
、
各
郡
の
末
尾
に
郡
司
の
連
署
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
こ
れ
を
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
。『
播
磨
国
風
土
記
』
の
場
合
も
、
郡
に
よ
っ
て
、
表

記
や
文
体
に
相
違
が
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
、
担
当
者
が
郡
ご
と
に
ち
が
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
れ
ば
納
得
が
い
く
。

　

さ
て
、
こ
う
し
た
推
測
が
的
を
射
て
い
る
と
す
る
と
、
賀
古
郡
鴨
波
里
条
の
「
事
与
二
上
解
一
同
」
は
、
郡
司
か
ら
の
報
告
書
の
取
り
ま
と

め
に
あ
た
っ
た
国
司
が
、
明
石
郡
司
の
解
と
賀
古
郡
司
の
そ
れ
と
を
読
み
比
べ
つ
つ
、
か
か
る
注
記
を
施
し
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
『
播
磨
国
風
土
記
』
に
は
、
国
司
に
よ
る
こ
れ
と
似
た
注
記
が
数
箇
所
み
ら
れ
る
。
い
ま
そ
れ
ら
を
抜
き
出
す
と
、
以
下
の
と
お
り
で
あ

る
。

　
　

①
六
継
里
土
中
〻
。
所
三
以
号
二
六
継
里
一。
已
見
二
於
上
一。（
賀
古
郡
六
継
里
条

）

　
　

②
右
十
四
丘
者
。
已
詳
二
於
下
一。（
餝
磨
郡
伊
和
里
条

）

　
　

③
賀
野
里
。
幣
丘
。

土
中
上
。
右
。
稱
二
加
野
一
者
。
品
太
天
皇
巡
行
之
時
、
此
處
造
レ
殿
。
仍
張
二
蚊
屋
一。
故
号
二
加
野
一。
山
川
之
名
亦
与

レ
里
同
。（
餝
磨
郡
賀
野
里
条

）

　
　

④
所
三
以
号
二
新
良
訓
一
者
。
昔
新
羅
国
人
来
朝
之
時
。
宿
二
於
此
村
一。
故
号
二
新
羅
訓
一。

山
名
亦

同
。

（
餝
磨
郡
枚
野
里
新
羅
訓
村
条

）
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⑤
漢
部
里
多
志
野
・
阿
比
野
・

手
沼
川
。　
　
　
　

里
名
詳
二
於
上
一。（
餝
磨
郡
漢
部
里
条

）

　
　

⑥
揖
保
郡
。
事
明
レ
下
。（
揖
保
郡
総
記

）

　
　

⑦
讃
容
里
。
事
与
レ
郡
同
。
土
上
中
。（
讃
容
郡
讃
容
里
条

）

　
　

⑧
神
前
山
与
レ
上
同
。（
神
前
郡
条
神
前
山
条

）

　
　

⑨
上
鴨
里
土
中
上
。
下
鴨
里
土
中
中
。
右
、
二
里
、
所
三
以
号
二
鴨
里
一
者
、
已
詳
二
於
上
一。（
賀
毛
郡
上
鴨
里
条

） 

　

い
ず
れ
も
、
各
郡
か
ら
提
出
さ
れ
た
報
告
書
を
も
と
に
、
風
土
記
全
体
を
ま
と
め
る
作
業
の
段
階
に
お
い
て
、
国
司
が
記
述
の
重
複
を
削

り
、
草
稿
を
整
理
し
た
際
に
附
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
右
の
例
は
い
ず
れ
も
同
じ
郡
内
に

0

0

0

0

0

重
複
す
る
記
述
の
あ
る
場
合
で
、
他
郡
に

ま
た
が
る
例
は
な
い
。
し
て
み
る
と
、
賀
古
郡
鴨
波
里
条
の
「
事
与
二
上
解
一
同
」
は
他
郡
の
記
述
と
の
間
で

0

0

0

0

0

0

0

0

0

重
複
が
存
し
た
唯
一
の
例
と
い

え
る
の
で
あ
っ
て
、
風
土
記
編
者
が
あ
え
て
「
上
解
」
と
い
う
表
現
を
と
っ
て
い
る
の
も
、
そ
の
点
を
考
慮
し
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
と
よ
く
似
た
書
式
が
『
住す

み
よ
し吉

大た
い
し
ゃ社

神じ
ん
だ
い代

記き

』
に
み
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
同
書
の

神
領
に
関
す
る
記
載
の
な
か
に
、
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
み
え
て
い
る
（
引
用
は
、
田
中
卓
「
校
訂
・
住
吉
大
社
神
代
記
」『
田
中
卓
著
作
集
』
第
七
巻
〈
国
書
刊

行
会
、
昭
和
六
十
年
十
二
月
〉
所
収
に
よ
る

）。

　
　
　

豐
嶋
郡
城
邊
山

　
　
　

四
至　
限
レ
東
能
勢
國
公
田
。　

限
レ
南
我
孫
并
公
田
。

限
レ
西
為
奈
河
。
公
田
。
限
レ
北
河
邉
郡
公
田
。

右
。
杣
山
河
元
。
昔
橿
日
宮
御
宇
皇
后
所
レ
奉
レ
寄
二
供
神
䉼
一
杣
山
河
也
。
元
偽
賊
土
蛛
造
二
作
斯
山
上
城
壍
一
居
住
。
略
二
盗
人
民
一。
軍

大
神
悉
令
二
誅
伏
一。
吾
杣
地
領
掌
賜
。
山
南
在
二
廣
大
野
一。
號
二
意
保
呂
野
一。
山
北
別
在
二
長
尾
山
一。
山
岑
長
遠
。
號
二
長
尾
一。
山
中
有
二

澗
水
一。
名
二
鹽
川
一。
河
中
涌
二
出
鹽
泉
一
也
。
豐
嶋
郡
與
二
能
勢
國
一
中
間
在
二
斯
山
一。

號
二
城
邉
山
一
由
。
因
二

土
蛛
城
壍
界
在
一。　

 

山
中
有
二
直
道
一。
天
皇
行
二
幸
丹
波

國
一
還
上
道
也
。
頗
在
二
郊
原
一。
百
姓
開
耕
。
號
二
田
田
邑
一。
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一
。
河
邊
郡
爲
奈
山　
別
名
。
坂
根
山

　

四
至　
限
レ
東
爲
奈
川
并
公
田
。
限
レ
南
公
田
。
限
レ
西

御
子
代
國
堺
山
。
限
レ
北
公
田
。
并
羽
束
國
堺
。

右
。
杣
山
河
領
掌
之
由
同〇
二
上〇

解〇
一。
但
河
邊
。
豐
嶋
兩
郡
内
山
惣 

號
二
為
奈
山
一。
別
號
二
坂
根
山
一。
昔
大
神
誅
二
土
蛛
一
宿
二
寝
坂
上
一。
仍

號
二
坂
寝
山
一。
山
内
有
二
宇
禰
野
一。
天
皇
遣
二
采
女
一
令
レ
採
二
柏
葉
一。
因
號
二
采
女
山
一。 

今
謂
二
宇
禰

野
一
訛
。　

御
子
代
國
今
號
二
武
庫

國
一
訛
。　

一
。
爲
奈
河
。
木
津
河

右
河
等
領
掌
縁
同〇
二
上〇

解〇
一。
但
源
流
者
従
二
有
馬
郡
。
能
勢
國
北
方
深
山
中
一
出
。
東
西
兩
河
也
。
東
川
名
二
久
佐
佐
川
一
流
三
通
多
二
抜
山

中
一。
西
川
名
二
美
度
奴
川
一。
流
二
通
美
奴
賣
乃
山
中
一。
兩
河
倶
南
流
逮
二
于
宇
禰
野
一。
西
南
同
流
合
。
名
號
二
爲
奈
河
一。
西
邊
有
二
小
野
一。

當
二
城
邊
山
西
方
一。
名
曰
二
軍
野
一。
昔
大
神
率
二
軍
衆
一
爲
レ
撃
二
土
蛛
一
御
坐
地
也
。
因
號
二
伊
久
佐
野
一。
河
邊
昔
居
二
山
直
阿
我
奈
賀
一。
因

號
二
阿
我
奈
賀
川
一。
今
謂
二
爲
奈
川
一
「
就
」
訛
。
大
神
現
二
靈
男
神
人
一
賜
。
令
下
流
二
運
宮
城
造
作
料
材
木
一
爲
中
行
事
上
賜
。
時
斯
川
居
女

神
欲
レ
成
レ
妻
。
亦
西
方
近
在
武
庫
川
居
女
神
亦
欲
二
同
思
一。
兩
女
神
成
寵
愛
之
情
。
而
爲
奈
川
女
〔
神
〕
懐
二
嫡
妻
之
心
一
發
二
嫉
妬
一。
取

二
大
石
一
擲
二
打
武
庫
川
妾
神
一。
并
其
川
引
二
取
芹
草
一。
故
爲
奈
川
無
二
大
石
一
生
二
芹
草
一。
武
庫
川
有
二
大
石
一
無
二
芹
草
一。
兩
河
一
流
合
注
レ

海
。
依
二
神
威
一
爲
奈
川
于
レ
今
不
レ
入
二
不
浄
物
一。
領
二
掌
木
津
川
等
一
此
縁
也
。

　
『
住
吉
大
社
神
代
記
』
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
諸
説
あ
る
。
奥
書
に
よ
れ
ば
、
同
書
は
、
住
吉
大
社
が
己
未
年
（
斉
明
天
皇
五
年
、
西
暦
六
五
九

年

）
七
月
一
日
に
津
守
連
吉
祥
の
注
進
し
た
記
事
と
大
宝
二
年
（
七
〇
二

）
八
月
二
十
七
日
に
定
め
ら
れ
た
本
縁
起
を
引
き
勘
え
て
、
天
平
三

年
（
七
三
一

）
七
月
五
日
に
神
祇
官
へ
上
進
し
た
解
文
で
、
撰
録
者
と
し
て
津
守
宿
禰
嶋
麻
呂
・
津
守
宿
禰
客
人
の
名
を
記
す
が
、
実
際
に
は

元
慶
年
間
以
後
の
造
作
と
み
ら
れ
て
い
る
（
坂
本
太
郎
「『
住
吉
大
社
神
代
記
』
に
つ
い
て
」『
國
史
学
』
八
九
、
昭
和
四
十
七
年
十
二
月
、
の
ち
同
氏
『
日
本
古
代
史
叢

考
』〈
昭
和
五
十
八
年
十
二
月
〉
所
収
、
さ
ら
に
『
坂
本
太
郎
著
作
集
』
第
八
巻
〈
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
六
十
三
年
十
月
〉
所
収

）。

　

成
立
年
代
は
風
土
記
よ
り
も
か
な
り
新
し
い
が
、
こ
こ
に
「
杣
山
河
領
掌
之
由
同
二
上
解
一。」「
右
河
等
領
掌
縁
同
二
上
解
一。」
と
あ
る
の
は
、
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『
播
磨
国
風
土
記
』
の
記
述
と
よ
く
似
た
書
法
で
、
興
味
深
い
。
右
に
引
い
た
箇
所
は
、『
住
吉
大
社
神
代
記
』
の
な
か
で
も
住
吉
の
神
領
に

関
す
る
記
載
が
並
ぶ
部
分
で
、
河
辺
郡
為
奈
山
や
為
奈
河
・
木
津
河
が
神
領
と
な
っ
た
由
縁
が
、
摂
津
国
豊
嶋
郡
城
辺
山
が
住
吉
領
と
な
っ
た

経
緯
と
同
じ
な
の
で
、
あ
え
て
そ
の
繰
り
返
し
を
避
け
て
こ
う
表
現
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
『
住
吉
大
社
神
代
記
』
は
さ
ま
ざ
ま
な
材
料
を
用
い
て
お
り
、
そ
の
構
成
は
複
雑
だ
が
（
こ
の
方
面
の
研
究
と
し
て
は
、
酒
井
敏
行
「
住
吉
大
社
神
代
記

構
成
試
論
」
横
田
健
一
編
『
日
本
書
紀
研
究
』
第
十
二
冊
〈
塙
書
房
、
五
十
七
年
十
一
月
〉
が
あ
る

）、
こ
の
神
領
に
関
す
る
部
分
に
つ
い
て
い
え
ば
、
現
地
で
神

領
の
管
理
に
あ
た
る
出
先
機
関
の
作
成
し
た
報
告
書
の
よ
う
な
も
の
が
提
出
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。
領
地
の
四
至
や
地
名
に
つ
い
て
詳
し
い
注
記
が
あ
る
こ
と
も
、
こ
う
し
た
推
測
を
助
け
る
も
の
で
あ
る
。

　

だ
と
す
る
と
、『
住
吉
大
社
神
代
記
』
の
編
者
は
、
そ
れ
を
も
と
に
神
領
を
列
記
し
て
い
く
な
か
で
、「
同
二
上
解
一。」
と
い
う
文
言
に
よ
っ

て
、
繰
り
返
し
を
省
い
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
む
ろ
ん
、「
解
」
に
盛
ら
れ
た
内
容
は
『
播
磨
国
風
土
記
』
と
は
ち
が
う
し
、
書
か
れ
た
時

代
に
も
隔
た
り
が
あ
る
が
、
こ
の
『
住
吉
大
社
神
代
記
』
の
書
式
は
、『
播
磨
国
風
土
記
』
の
そ
れ
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。

　
『
播
磨
国
風
土
記
』
に
云
う
「
解
」
を
、
郡
司
が
播
磨
国
司
に
提
出
し
た
風
土
記
の
も
と
と
な
る
報
告
書
と
み
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ
の

可
能
性
を
考
慮
し
つ
つ
も
、
関
聯
史
料
が
少
な
い
の
で
な
か
な
か
自
信
が
も
て
な
い
で
い
た
が
、
最
近
に
な
っ
て
、
日
本
書
紀
研
究
会
な
ど
で

ご
教
示
を
蒙
る
こ
と
の
多
い
神
崎
勝
氏
が
お
な
じ
見
解
を
い
だ
い
て
お
ら
れ
る
こ
と
を
知
っ
た
（
『
講
座
『
播
磨
風
土
記
』
第
三
回
　
賀
古
郡
（
そ
の
２
）・

印
南
郡
―
語
釈
・
注
釈
―
』〈N

P
O

法
人
妙
見
山
麓
調
査
委
員
会
、
平
成
二
十
五
年
三
月
〉
四
頁

）。
こ
れ
に
意
を
強
く
し
、
あ
え
て
卑
見
を
の
べ
た
次
第
で
あ

る
。
冊
子
を
ご
恵
贈
い
た
だ
い
た
同
氏
の
ご
厚
意
に
は
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

　
　
　
　
　

あ
と
が
き
に
か
え
て  

― 

「
播
磨
国
風
土
記
地
図
」
を
疑
う 

―
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以
上
、『
播
磨
国
風
土
記
』
を
め
ぐ
る
三
つ
の
問
題
点
に
関
し
て
、
最
近
筆
者
が
考
え
た
こ
と
を
の
べ
て
き
た
。
い
ず
れ
も
、
と
り
と
め
も

な
い
断
片
的
な
覚
書
で
あ
る
が
、
従
来
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
ふ
く
ま
れ
て
い
る
の
で
、
卑
見
を
開
陳
し
て
ご
教
示
を
乞
う
こ
と

も
、
ま
っ
た
く
意
味
の
な
い
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
さ
き
に
第
一
の
印
南
郡
の
存
否
に
関
聯
し
て
六
継
里
の
現
在
地
比
定
に
ふ
れ
た
が
、
こ
の
里
の
現
在
地
比
定
に
つ
い
て
は
、
最

近
出
た
中
村
啓
信
監
修
・
訳
注
『
風
土
記
』
上
（
角
川
書
店
、
平
成
二
十
七
年
六
月
、
以
下
「
同
書
」
と
略
称
す
る

）
に
不
審
な
記
述
が
あ
る
の
で
、
こ
の

機
会
に
ふ
れ
て
お
く
。

　

そ
れ
は
、
同
書
が
、
同
里
の
脚
注
で
「
所
在
不
明
」
と
し
な
が
ら
、
巻
末
の
「
播
磨
国
風
土
記
地
図
」（
以
下
、「
地
図
」
と
略
す

）
で
は
加
古
川

河
口
の
右
岸
に
「
六
継
里
」
と
書
き
込
ん
で
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
い
か
な
る
根
拠
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
か
。

　

そ
も
そ
も
、
同
書
の
『
播
磨
国
風
土
記
』
の
現
在
地
比
定
に
は
か
な
り
大
雑
把
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
餝
磨
郡
巨
智
里
条
で
は
、

脚
注
で
こ
の
里
の
現
在
地
を
「
姫
路
市
御
立
・
田
寺
・
辻
井
・
山
吹
の
あ
た
り
」（
三
〇
六
頁

）
と
記
し
て
い
る
。
た
し
か
に
巨
智
里
が
こ
の
あ

た
り
を
ふ
く
む
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
な
ん
と
な
ら
ば
、
巨
智
里
に
あ
る
草
上
村
が
、
こ
の
附
近
に
比
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
姫
路
市
夢
前
町
に
古こ

ち
の
し
ょ
う

知
之
庄
の
地
名
が
残
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
里
域
が
、
現
在
の
夢
前
川
上
流
の
姫
路
市
夢

前
町
古
知
之
庄
附
近
ま
で
広
が
っ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
吉
田
俊
三
『
夢
前
川
流
域
史
』（
吉
田
俊
三
、
昭
和
四
十
九
年
二
月

）
も
、
置
塩
地
区

か
ら
御
立
・
田
寺
・
辻
井
・
山
吹
・
西
今
宿
・
東
北
今
宿
に
か
け
て
の
一
帯
に
比
定
し
て
い
る
（
四
七
～
四
八
頁

）。
そ
れ
ゆ
え
、
本
書
の
よ
う

に
姫
路
市
御
立
・
田
寺
・
辻
井
・
山
吹
附
近
に
限
定
し
た
書
き
か
た
は
、
い
か
に
も
ふ
じ
ゅ
う
ぶ
ん
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
不
審
な
の
は
、
右
に
あ
げ
た
六
継
里
の
よ
う
に
、
本
文
中
の
脚
注
で
は
「
所
在
不
明
」
と
し
な
が
ら
、「
地
図
」
に
は
そ
の
地
名
が

記
さ
れ
て
い
る
例
が
複
数
存
在
す
る
点
で
あ
る
。
現
在
地
比
定
の
不
可
能
な
地
名
を
ど
う
し
て
地
図
に
落
と
し
込
む
こ
と
が
可
能
な
の
か
、
不

思
議
で
な
ら
な
い
。
ほ
か
に
も
、
た
と
え
ば
、
託
賀
郡
黒
田
里
袁
布
山
・
支
閇
岡
条
、
託
賀
郡
都
麻
里
阿
富
山
条
、
託
賀
郡
都
麻
里
高
瀬
村
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図１　日本古典文学大系『風土記』秋本吉郎校注　岩波書店　折込み附図より転載
（ただし、本誌の１頁に収めるため、上下・左右を0.86対１の比率で縮小した）
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図２　『風土記　上』中村啓信監修・訳注（角川ソフィア文庫）巻末所収の「播磨国風土記地図」
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条
、
賀
毛
郡
楢
原
里
粳
岡
条
の
よ
う
に
、
脚
注
で
は
比
定
地
さ
え
示
し
て
い
な
い
の
に
、
な
ぜ
か
「
地
図
」
上
で
は
地
名
が
明
記
さ
れ
て
い
る

例
も
あ
る
。

　

こ
う
し
た
脚
注
と
「
地
図
」
の
齟
齬
は
、
ど
う
し
て
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
お
そ
ら
く
、
同
書
が
大
系
の
附
図
を
転
用
し
た

こ
と
に
原
因
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
本
文
中
の
地
名
表
記
や
注
釈
の
説
明
と
合
わ
な
い
箇
所
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
両

者
を
比
較
す
れ
ば
明
白
な
よ
う
に
（
図
１
・
２
参
照

）、「
地
図
」
は
体
裁
か
ら
、
地
名
比
定
に
至
る
ま
で
、
ほ
ぼ
大
系
の
附
図
そ
の
ま
ま
で
あ
る

（
た
だ
し
、
同
書
の
ど
こ
に
も
、
大
系
の
附
図
を
利
用
し
た
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い

）。

　

た
と
え
ば
、
餝
磨
郡
の
と
こ
ろ
に
「
イ
カ
シ
ホ

（
マ
マ
）川

」
と
い
う
記
載
が
あ
る
。「
地
図
」
で
河
川
名
を
カ
タ
カ
ナ
で
表
記
し
て
い
る
の
は
こ
れ

が
唯
一
の
例
だ
が
、
こ
う
し
た
例
外
が
生
じ
た
の
は
、
そ
も
そ
も
大
系
の
附
図
が
こ
れ
を
カ
タ
カ
ナ
で
表
記
し
て
い
る
こ
と
に
起
因
す
る
と
思

わ
れ
る
。

　

読
者
の
な
か
に
は
、
偶
然
の
一
致
だ
と
思
う
か
た
も
お
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
の
で
、
念
の
た
め
に
書
い
て
お
く
と
、『
播
磨
国
風
土
記
』

に
は
「
イ
カ
シ
ホ
川
」
と
い
う
河
川
は
出
て
こ
な
い
。
あ
る
の
は
、
餝
磨
郡
伊
和
里
に
み
え
る
「
瞋い

か

塩し
お

」
と
い
う
地
名
だ
け
で
あ
る
。
し
か

し
、
下
文
に
渡
し
場
を
意
味
す
る
「
苦
斉
」
と
い
う
地
名
が
み
え
る
の
で
、
こ
れ
が
河
川
の
名
前
だ
と
わ
か
る
。
瞋
塩
（
川
）
は
現
在
の
夢
前

川
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
上
流
は
置
塩
川
と
も
呼
ば
れ
、
姫
路
市
夢
前
町
宮
置
に
は
置お

し
お塩

町ま
ち
む
ら村

（
町ま

ち
む
ら村

）
の
地
名
が
残
る
。

　

も
っ
と
も
、
現
在
の
夢
前
川
は
明
暦
二
年
（
一
六
五
六

）
に
姫
路
藩
主
の
本
多
忠
次
が
付
け
替
え
た
も
の
で
、
旧
夢
前
川
は
姫
路
市
横
関
か

ら
蛤
山
東
麓
を
経
て
今
宿
・
荒
川
、
英
賀
清
水
へ
流
れ
、
菅
生
川
と
合
流
し
て
い
た
ら
し
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
大
系
は
、
頭
注
に
お
い
て

こ
れ
が
河
川
名
で
あ
る
と
し
た
う
え
で
、
附
図
に
「
イ
カ
シ
ホ
川
」
を
書
き
込
ん
だ
の
で
あ
り
、
校
注
者
ご
自
身
の
研
究
成
果
に
も
と
づ
く
作

図
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
同
書
の
脚
注
で
は
「
瞋
塩
」
に
説
明
す
ら
施
し
て
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
本
来
な
ら
「
地
図
」
に
「
イ
カ
シ
ホ
川〇

」
と
書
き
入
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れ
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
も
な
い
。
し
か
も
、
カ
タ
カ
ナ
で
書
く
な
ら
、「
イ
カ
シ
オ〇

」
の
は
ず
で
、
こ
こ
だ
け
「
イ
カ
シ
ホ〇

」
と
旧
仮
名
遣

い
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
大
系
附
図
を
そ
の
ま
ま
使
っ
た
動
か
ぬ
証
拠
で
あ
る
。

　

ほ
か
に
も
、「
地
図
」
の
揖
保
郡
の
と
こ
ろ
に
「
圧
川
」
と
い
う
河
川
名
が
み
え
て
い
る
が
、
こ
れ
も
本
文
や
読
み
下
し
文
に
し
た
が
う
な

ら
、「
意
比
川
」
か
「
厭
川
」
と
書
く
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
（
こ
の
字
の
校
訂
に
は
諸
説
あ
る

）。「
地
図
」
の
み
「
圧
川
」
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
大

系
の
附
図
に
拠
っ
た
か
ら
だ
と
判
断
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
ま
た
、
賀
毛
郡
の
と
こ
ろ
に
「
修〇

布
里
」
と
い
う
里
名
が
み
え
る
が
、
同
書
の
校
訂

で
は
「
條〇

布
里
」
で
あ
る
。
こ
ち
ら
も
、
大
系
の
地
図
が
「
修
」
と
し
て
い
る
の
を
引
き
写
し
た
結
果
で
あ
ろ
う
。

　

同
書
が
、
な
ぜ
、
本
文
や
注
釈
と
齟
齬
を
き
た
す
点
に
目
を
瞑
り
、
大
系
の
附
図
を
転
用
し
た
の
か
、
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
を
断
っ
て
い
な

い
の
か
、
筆
者
に
は
よ
く
理
解
で
き
な
い
。
ど
な
た
で
も
よ
い
の
で
、
納
得
の
い
く
説
明
を
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
幸
い
で
あ
る
。

注（
１
） 

た
だ
し
、
井
上
説
だ
と
、
な
ぜ
赤
穂
郡
が
缺
落
し
て
い
る
点
が
問
題
と
な
る
。
現
存
本
『
播
磨
国
風
土
記
』
が
延
長
年
間
の
再
提
出
だ
と
し
た
ら
、
は
た
し
て
赤
穂
郡
の
記
載

を
缺
い
た
ま
ま
の
も
の
を
そ
の
ま
ま
提
出
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
現
存
本
を
国
衙
保
存
の
稿
本
と
み
る
こ
と
に
は
異
論
が
な
い
が
、
再
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み

る
に
は
、
こ
の
点
が
い
さ
さ
か
気
に
か
か
る
。

（
２
） 

た
だ
し
、
こ
れ
を
書
写
の
過
程
に
お
け
る
脱
落
と
み
る
の
か
、
そ
も
そ
も
記
事
が
な
か
っ
た
の
か
は
判
断
が
む
つ
か
し
い
が
、
秋
本
吉
郎
氏
は
、「
印
南
郡
」
と
い
う
標
題
と
そ

れ
に
続
く
郡
名
の
由
来
に
つ
い
て
の
説
明
が
な
い
の
は
、「
伝
写
間
の
脱
文
で
は
な
く
、
記
事
筆
録
の
未
完
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
」（「
播
磨
国
風
土
記
未
清
選
考
」
ほ
か
）
と
し
て

お
ら
れ
る
。
氏
は
、
大
系
補
注
で
自
説
の
要
点
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
し
て
お
ら
れ
る
。「
伝
写
間
の
脱
落
と
し
て
は
記
事
が
ま
と
ま
り
過
ぎ
て
い
る
。
播
磨
国
風
土
記
の
現
伝
本
に

は
記
事
の
筆
録
整
理
の
不
十
分
な
箇
所
が
幾
多
指
摘
せ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
も
そ
の
一
例
と
認
め
る
べ
き
で
あ
る
（
拙
稿
「
播
磨
国
風
土
記
未
清
選
考
」
大
阪
経
大
論
集
」
第
一
二

号
参
照
）。
思
う
に
、
印
南
の
地
名
は
風
土
記
の
編
述
当
時
、
大
和
の
宮
延
人
に
熟
知
の
地
名
（
行
幸
な
ど
も
あ
っ
て
）
で
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
大
帯
日
子
命
（
景
行
天
皇
）
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の
印
南
別
嬢
妻
訪
い
の
説
話
で
ナ
ビ
ツ
マ
が
説
明
せ
ら
れ
て
お
り
、
ナ
ビ
（
隠
）
と
イ
ナ
ミ
（
否
、
不
諾
）
と
が
類
似
音
声
、
か
つ
語
義
に
も
関
連
す
る
も
の
が
あ
る
の
で
、
こ

の
妻
訪
い
説
話
で
イ
ナ
ミ
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
郡
衙
か
ら
の
筆
録
で
は
「
入
浪
」
で
説
明
し
た
郡
名
説
明
が
記
さ
れ
て
い
た
が
、
国
庁
で
は

そ
れ
を
本
説
と
し
て
採
用
し
難
い
先
入
観
か
ら
「
一
家
云
」
を
附
記
し
、
本
説
を
記
す
は
ず
が
そ
の
ま
ま
に
な
っ
た
、
と
い
っ
た
編
述
未
清
撰
の
事
情
が
考
え
ら
れ
る
」。
ま
た
、

久
松
潜
一
校
註
日
本
古
典
全
書
『
風
土
記
』
上
（
朝
日
新
聞
社
、
昭
和
三
十
四
年
十
月
）
は
「
頭
初
が
缺
け
て
ゐ
る
ら
し
い
」
と
し
て
、
下
文
の
「
郡
南
海
中
有
二
小
嶋
一。
名
曰
二

南
毗
都
麻
一。
志
我
高
穴
穂
宮
御
宇
天
皇
御
世
、
遣
二
丸
部
臣
等
始
祖
比
古
汝
茅
、
令
レ
定
二
国
堺
一、
尓
時
、
吉
備
比
古
・
吉
備
比
賣
二
人
、
参
迎
。
於
レ
是
、
比
古
汝
茅
、
娶
二
吉

備
比
賣
一
生
児
、
印
南
別
嬢
。
此
女
端
正
、
秀
二
於
当
時
一。
尓
時
、
大
帶
日
古
天
皇
、
欲
レ
娶
二
此
女
一、
下
幸
行
之
。
別
嬢
聞
之
、
即
遁
二
度
件
嶋
一、
隠
居
之
。
故
曰
二
南
毗
都
麻
一。」

と
い
う
部
分
が
「
恐
ら
く
、
郡
の
總
記
の
文
で
あ
ら
う
」
と
し
て
お
ら
れ
る
。
た
だ
、
秋
本
氏
の
解
釈
は
相
当
穿
っ
た
も
の
で
、
は
た
し
て
こ
う
し
た
推
測
の
と
お
り
か
は
、
な

お
検
討
を
要
す
る
。
筆
者
は
、「
一
家
云
」
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
本
来
、
こ
れ
に
対
応
す
る
正
説
が
直
前
に
存
し
た
は
ず
で
、
そ
れ
が
伝
写
の
過
程
で
脱
落
し

た
可
能
性
が
大
き
い
と
思
う
。
三
條
西
家
本
は
、
各
郡
の
冒
頭
は
行
を
改
め
て
記
す
の
を
原
則
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
も
、
こ
こ
が
不
用
意
に
駅
家
里
条

に
繋
げ
て
追
い
込
み
に
さ
れ
て
い
る
の
は
、
脱
文
が
あ
っ
て
、
郡
の
冒
頭
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
た
こ
と
に
原
因
が
あ
る
よ
う
思
う
。

（
３
） 『
播
磨
国
風
土
記
』
の
成
立
年
代
を
考
え
る
手
が
か
り
と
し
て
は
や
く
か
ら
注
目
さ
れ
て
き
た
の
が
、
風
土
記
に
み
え
る
「
里
」
の
表
記
で
あ
る
。
こ
れ
に
最
初
に
注
目
し
た
の

が
伴
信
友
で
、
彼
は
、『
出
雲
国
風
土
記
』
意
宇
郡
条
に
「
右
の
件
の
郷
の
字
は
、
霊
亀
元
年
の
式
に
依
っ
て
、
里
を
改
め
て
郷
と
為
す
」
と
あ
る
記
述
を
も
と
に
、「
里
」
の
字

を
用
い
た
『
常
陸
国
風
土
記
』
が
霊
亀
元
年
（
七
一
五
）
以
前
の
撰
録
で
あ
る
と
考
え
た
（「
風
土
記
考
」『
比
古
婆
衣
』
巻
十
三
所
収
。
な
お
、『
比
古
婆
衣
』
は
、『
伴
信
友
全

集
』
巻
一
〈
国
書
刊
行
会
、
明
治
四
十
年
、
の
ち
昭
和
五
十
二
年
八
月
ぺ
り
か
ん
社
か
ら
再
刊
〉
所
収
）。

　
　
　

信
友
の
説
は
、
風
土
記
の
用
字
に
注
目
し
た
も
の
と
し
て
説
得
力
を
も
ち
、『
常
陸
国
風
土
記
』
と
と
も
に
「
里
」
の
字
を
用
い
て
い
る
『
播
磨
国
風
土
記
』
も
霊
亀
元
年
以

前
の
成
立
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、
近
年
で
は
、
霊
亀
三
年
の
年
紀
を
も
つ
平
城
京
跡
出
土
木
簡
に
、
依
然
と
し
て
郡
里
制
に
よ
る
地
名
表
記
が
存
す
る
例
が
あ
る
こ
と

を
も
と
に
、
郷
里
制
の
施
行
を
霊
亀
三
年
（
七
一
七
）
に
も
と
め
る
新
説
も
提
出
さ
れ
て
お
り
、
霊
亀
元
年
以
前
の
成
立
と
す
る
の
は
、
困
難
な
状
況
に
あ
る
。

（
４
） 

た
だ
し
、
伝
承
と
し
て
年
代
が
合
う
こ
と
と
、
こ
の
伝
承
が
事
実
を
伝
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
と
は
、
別
問
題
で
あ
る
。
物
部
氏
の
本
貫
地
と
も
い
わ
れ
る
天
理
市
石
上
周
辺
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で
は
、
東
乗
鞍
・
別
所
鑵
子
塚
・
ハ
ミ
塚
な
ど
歴
代
の
盟
主
墳
の
石
棺
は
、
い
ず
れ
も
二
上
山
の
凝
灰
岩
（
東
乗
鞍
・
別
所
鑵
子
塚
で
は
阿
蘇
石
も
併
葬
）
製
で
、
龍
山
石
は
使

用
さ
れ
て
い
な
い
（
中
司
照
世
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
）。

（
５
）  ｢
小
治
田
河
原
天
皇
之
世｣

に
つ
い
て
は
、
推
古
天
皇
朝
か
斉
明
天
皇
朝
は
不
明
。

（
６
） 

こ
の
な
か
で
、「
宇
治
天
皇
之
世
」
は
異
例
の
表
記
で
あ
り
、
言
及
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
宇
治
天
皇
と
は
、
応
神
天
皇
の
皇
太
子
の
菟
道
稚
郎
子
こ
と
。『
日
本
書
紀
』
に

よ
れ
ば
、
母
は
和
珥
臣
の
祖
日
触
使
主
の
女
宮
主
宅
媛
（『
古
事
記
』
で
は
矢
河
枝
比
売
）。
応
神
天
皇
紀
に
よ
れ
ば
、
百
済
王
の
派
遣
し
た
阿
直
岐
を
師
と
し
、
つ
い
で
王
仁
に

「
諸
典
籍
」
を
学
び
、「
莫
不
通
達
」
と
い
う
。
天
皇
は
長
子
大
山
守
命
・
中
子
大
鷦
鷯
尊
よ
り
も
弟
の
菟
道
稚
郎
子
を
愛
し
、
太
子
と
し
た
か
、
応
神
天
皇
の
崩
後
、
菟
道
稚

郎
子
は
大
鷦
鷯
尊
に
位
を
譲
ろ
う
と
し
、
互
い
に
譲
り
合
い
、
最
後
は
菟
道
稚
郎
子
が
自
殺
し
た
の
で
大
鷦
鷯
尊
が
即
位
し
た
と
い
う
。
記
紀
は
菟
道
稚
郎
子
の
即
位
の
事
実
を

記
さ
な
い
の
で
、
本
条
は
『
播
磨
国
風
土
記
』
の
「
×
×
天
皇
之
世
」
と
い
う
表
現
の
な
か
で
は
異
例
で
あ
る
。
し
か
も
、「
聖
徳
王
御
世
」
と
決
定
的
に
ち
が
う
点
は
、
記
紀

に
は
即
位
の
事
実
が
み
え
な
い
菟
道
稚
郎
子
の
こ
と
を
「
天
皇
」
と
表
記
し
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
詳
し
く
は
べ
つ
の
機
会
に
譲
る
が
、
風
土
記
に
は
記
紀
の
皇
統
譜
に
み
え
な

い
王
族
を
「
天
皇
」
と
称
す
る
例
が
『
常
陸
国
風
土
記
』
な
ど
に
も
あ
る
。
こ
う
し
た
表
記
に
つ
い
て
は
、
①
記
紀
は
記
さ
な
い
が
、
即
位
の
事
実
が
あ
っ
た
、
②
即
位
の
事
実

は
な
い
が
、
天
皇
に
準
ず
る
扱
い
を
受
け
、
そ
れ
が
天
皇
で
あ
る
か
の
よ
う
な
伝
承
と
し
て
定
着
し
た
、
③
の
ち
に
天
皇
号
を
追
贈
さ
れ
た
、
な
ど
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

小
論
が
取
り
上
げ
た
「
聖
徳
王
御
世
」
は
②
の
例
で
あ
ろ
う
。
菟
道
稚
郎
子
に
つ
い
て
い
え
ば
、
即
位
に
は
至
ら
な
か
っ
た
が
、
応
神
天
皇
の
太
子
で
あ
っ
た
事
実
や
、
仁
徳
天

皇
と
の
皇
位
の
互
譲
を
め
ぐ
る
伝
承
な
ど
か
ら
、
天
皇
に
準
ず
る
存
在
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
と
く
に
、
風
土
記
の
こ
の
部
分
は
「
上

筥
岡
・
下
筥
岡
・
魚
戸
津
・
朸
田
。
宇
治
天
皇
之
世
、
宇
治
連
等
遠
祖
、
兄
太
加
奈
志
・
弟
太
加
奈
志
二
人
、
請
二
大
田
村
与
富
等
地
一、
墾
レ
田
将
レ
蒔
来
時
、
廝
人
、
以
レ
朸
荷
二

食
具
等
物
一。
於
レ
是
、
朸
折
荷
落
。
所
以
、
奈
閇
落
處
、
即
号
二
魚
戸
津
一、
前
筥
落
處
、
即
名
二
上
筥
岡
一。
後
筥
落
處
、
即
曰
二
下
筥
岡
一、
荷
朸
落
處
、
即
曰
二
朸
田
一。」
と
あ
り
、

菟
道
稚
郎
子
と
か
か
わ
り
が
深
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
宇
治
連
氏
の
伝
え
た
伝
承
だ
が
、
同
族
の
宇
治
部
連
や
宇
遅
部
連
は
菟
道
稚
郎
子
の
名
代
部
の
宇
治
部
の
管
掌
氏
族
だ
っ
た

の
で
、
菟
道
稚
郎
子
を
天
皇
と
表
現
す
る
の
も
、
お
そ
ら
く
は
そ
う
し
た
菟
道
稚
郎
子
と
の
由
縁
が
反
映
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
菟
道
稚
郎
子
を
天
皇
と
表
現
す
る
の
も
、

お
そ
ら
く
は
そ
の
あ
た
り
の
事
情
と
関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
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（
７
）
綿
密
な
大
山
氏
の
論
証
を
逐
一
批
判
す
る
こ
と
は
な
か
な
か
む
つ
か
し
い
の
だ
が
、
叮
嚀
に
み
て
い
く
と
、
大
山
氏
の
史
料
批
判
に
は
粗
雑
な
点
が
目
に
つ
く
。
た
と
え
ば
、

天
寿
国
繍
帳
銘
に
つ
い
て
、
大
山
氏
は
、
お
も
に
聖
徳
太
子
と
孔
部
間
人
王
の
亡
く
な
っ
た
年
日
附
が
日
本
で
は
持
統
天
皇
四
年
（
六
九
〇
）
に
採
用
さ
れ
た
儀
鳳
暦
に
も
と
づ

い
て
い
る
こ
と
を
根
拠
に
、
後
世
の
も
の
だ
と
考
え
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
、
天
寿
国
繍
帳
銘
に
し
る
さ
れ
る
年
紀
が
い
か
な
る
暦
に
よ
っ
て
か
は
、
ま
だ
よ
く
わ
か
っ
て
お
ら

ず
、
儀
鳳
暦
に
決
め
て
し
ま
う
の
も
疑
問
が
残
る
。
唐
に
お
い
て
六
一
八
年
か
ら
採
用
さ
れ
た
戊
寅
暦
で
あ
る
可
能
性
も
捨
て
切
れ
な
い
の
で
あ
る
（
森
田
悌
『
推
古
朝
と
聖
徳

太
子
』〈
岩
田
書
院
、
平
成
十
七
年
九
月
〉）。
飯
田
瑞
穂
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
（「
天
寿
国
繍
帳
銘
を
め
ぐ
っ
て
」『
古
美
術
』
一
一
、
昭
和
四
十
年
十
一
月
、
の
ち
『
飯
田
瑞
穂
著

作
集
』
第
一
巻
〈
吉
川
弘
文
館
、
平
成
十
一
年
十
二
月
〉
所
収
、
ほ
か
）、
天
寿
国
繍
帳
銘
に
は
、
後
代
に
ほ
と
ん
ど
用
例
の
確
認
で
き
な
い
、
古
い
字
音
假
名
が
使
用
さ
れ
て

お
り
、
単
純
に
後
世
の
作
と
は
決
め
ら
れ
な
い
と
い
う
。

　
　
　

太
子
の
自
筆
稿
本
と
伝
え
ら
れ
る
『
法
華
義
疏
』
に
し
て
も
、
大
山
氏
は
こ
れ
を
否
定
し
て
い
る
が
、
東
野
治
之
氏
の
よ
う
に
、
太
子
自
筆
で
ま
ち
が
い
な
い
と
す
る
研
究
者

も
お
ら
れ
る
の
で
、
容
易
に
帰
趨
を
み
な
い
。

　
　
　

筆
者
も
、
大
山
氏
の
著
書
を
読
ん
で
い
る
と
、
い
さ
さ
か
勇
ま
し
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
点
が
多
々
あ
る
。
い
ち
い
ち
指
摘
す
る
だ
け
の
餘
裕
は
な
い
が
、
一
つ
だ

け
、『
釈
日
本
紀
』
巻
第
十
四
（
新
訂
増
補
国
史
大
系
本
、
一
八
八
頁
）
や
『
萬
葉
集
註
釈
』
巻
三
（
萬
葉
集
叢
書
本
、
一
一
一
頁
）
が
引
く
『
伊
豫
国
風
土
記
』
逸
文
の
「
温
泉
・

伊
社
邇
波
の
岡
」
の
一
条
を
取
り
上
げ
て
お
く
。
聖
徳
太
子
が
、
恵
慈
や
葛
城
臣
と
と
も
に
道
後
温
泉
に
出
か
け
、
碑
を
立
て
た
こ
と
を
伝
え
る
、
こ
の
風
土
記
逸
文
は
、
十
三

世
紀
に
書
か
れ
た
仙
覚
の
『
萬
葉
集
註
釈
』
や
卜
部
兼
方
の
『
釈
日
本
紀
』
に
引
用
さ
れ
る
も
の
で
、
そ
こ
に
引
か
れ
た
碑
文
（
い
わ
ゆ
る
「
伊
豫
湯
岡
碑
文
」）
と
と
も
に
も

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
大
山
氏
は
、
こ
の
碑
文
が
『
萬
葉
集
註
釈
』
や
『
釈
日
本
紀
』
以
前
に
ま
っ
た
く
知
ら
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
二
書
の
成
立
以
前
に
は
も
と
も
と
な

か
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
、
そ
れ
を
ふ
く
む
『
伊
豫
国
風
土
記
』
逸
文
も
、
有
職
故
実
や
古
典
研
究
が
盛
ん
に
な
っ
た
鎌
倉
時
代
に
誰
か
が
捏
造
し
た
文
章
と
考
え
る
の
が
無
難

で
あ
ろ
う
と
し
て
お
ら
れ
る
（『
聖
徳
太
子
と
日
本
人
』〈
風
媒
社
、
平
成
十
三
年
五
月
〉
一
九
二
頁
）。

　
　
　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
、
風
土
記
研
究
の
成
果
を
ま
っ
た
く
無
視
し
た
無
責
任
な
発
言
で
あ
る
。『
萬
葉
集
註
釈
』
や
『
釈
日
本
紀
』
が
、
当
時
は
ま
だ
残
っ
て
い
た
古
風
土

記
か
ら
か
な
り
正
確
に
記
事
を
引
い
て
い
る
こ
と
は
、
現
存
す
る
『
出
雲
国
風
土
記
』
や
『
播
磨
国
風
土
記
』
と
の
比
較
か
ら
も
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、『
伊
豫
国
風
土
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記
』
逸
文
に
し
て
も
、
古
風
土
記
か
ら
の
引
用
で
あ
る
確
率
は
か
な
り
高
い
と
思
わ
れ
る
の
に
、
そ
れ
を
後
世
の
捏
造
と
切
っ
て
捨
て
る
の
は
、
あ
ま
り
に
武
断
に
過
ぎ
る
よ
う

に
思
う
。

〔
附
記
〕

　

な
お
、『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
』
の
引
用
は
、
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
編
纂
委
員
会
編
『
新
版
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
』（D

V
D
-R

O
M

版

）

（
角
川
学
芸
出
版
、
平
成
二
十
三
年
十
月

）
に
よ
り
、『
日
本
歴
史
地
名
大
系
』
の
そ
れ
は
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジPersonal

版
に
よ
っ
た
こ
と
を
お
断

り
し
て
お
く
。

　

ま
た
、
図
版
の
転
載
に
あ
た
っ
て
は
、
岩
波
書
店
・
株
式
会
社K

A
D
O
K
A
W
A

の
ご
高
配
を
た
ま
わ
っ
た
。
末
尾
な
が
ら
、
感
謝
申
し
上

げ
る
次
第
で
あ
る
。
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Several Problems about the Topography of Harima

Yoshiyuki  IBARAKI

Abstract

　  In 713 the central government ordered the governors of each province to 

make a  topography.  These reports are called “ fudoki ” later. Now they were 

almost  lost, but the reports  from the provinces of Bungo  (now part of Ōita 

Prefecture), Harima  (now part of Hyogo Prefecture), Hitachi  (now part of 

Ibaraki Prefecture), Hizen  (now Saga and Nagasaki prefectures), and Izumo 

(now Shimane Prefecture) have survived. 

　  The report  from Harima has been handed down  in writing. But  in  the 

process of writing, some parts of description were  lost. So  it  is difficult  to 

investigate its contents. In this paper, I try to solve some problems about the 

contents  of  this  topography,  for  example  a doubt  about  the existence of 

Inami-district. 

Keywords :  the Topography of Harima,  Inami-District,    Shōtoku, Prince,  

reports  from the governors of each province, “ fudoki  ” noted by Nakamura 

Hirotoshi　


